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 本市は令和２年１０月にゼロカーボンシティ宣言を行い、２０５０年までに二酸化炭

素実質排出ゼロを目指す取組を推進することとしました。実現にむけた取組としては、

まずはエネルギー消費量の削減を図ること（省エネルギーの徹底）、次に再生可能エネ

ルギーを導入すること（エネルギーの脱炭素化）が重要であり、また、熱又は電気とし

て利用されるエネルギーの種類を転換すること（利用エネルギーの転換）や、これらの

取組を推進しても残る域内の二酸化炭素排出量の相殺のため、吸収源・オフセット対策

として森林の整備を推進することが必要と考えております。 

この度は、令和３、４年度の２か年で、ゼロカーボンシティ実現のための取組の一つ

として、脱炭素社会を見据えて、本市の地域特性を踏まえた、地域課題の複数同時解決

につながるような再生可能エネルギーの導入目標を策定し、持続可能でレジリエントな

米沢市の実現に資することとしました。 

再生可能エネルギーの導入を推進していくためには、行政が導入についての丁寧な説

明を行い、地域一丸となって取り組んでいくことが大切であると考えておりますので、

より一層、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 最後になりますが、再生可能エネルギー導入目標策定に当たり御審議をいただいた 

米沢市環境審議会の委員各位に心より感謝申し上げます。 

令和５年４月 
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第１章 業務概要 

１．補助事業の活用 

本業務は、（一社）地域循環共生社会連携協会から交付された環境省補助事業である「令和 4

年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のた

めの計画づくり支援事業）」により実施されたものである。 

２．業務の目的 

2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す取組を推進するため、米沢市は令和 2年 10月

にゼロカーボンシティ宣言を行った。 

本業務は、ゼロカーボンシティ実現のための方策のひとつとして、脱炭素社会を見据えて、米

沢市の地域特性を踏まえた、複数の地域課題の解決につながるような再生可能エネルギーの導入

目標を作成し、もって持続可能でレジリエントな米沢市の実現に資することを目的とする。 

３．履行期間 

令和 4年 6月 21 日 から 令和 5年 1月 13日 まで 

４．業務内容 

（１）CO2排出量の将来推計 

令和 3年度に実施した基礎調査や令和 3年度から更新された情報を再整理したうえで、脱炭

素シナリオにおける CO2排出量を推計した。 

（２）将来ビジョン・脱炭素シナリオの作成 

前号の将来推計及び将来の活動量を踏まえて、将来ビジョン・脱炭素シナリオ（2050年まで

に二酸化炭素排出実質ゼロを達成）を作成した。 

（３）再生可能エネルギー導入目標の策定 

（１）の将来推計、令和 3年度に実施した再生可能エネルギー導入に関する現状分析及び地

域特性並びに地域課題を踏まえ、再生可能エネルギー導入目標を策定した。 

（４）施策に関する構想の検討及び策定 

地域特性及び地域課題を踏まえ、再生可能エネルギーの導入が米沢市の地域経済の発展に寄

与する施策に関する構想を検討し、及び策定した。 

（５）支援等 

将来ビジョン・脱炭素シナリオの作成及び再生可能エネルギー導入目標の策定等に当たり必

要な合意形成等のための会議等における支援を行った。 
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（６）追加提案等 

将来ビジョン・脱炭素シナリオの作成及び再生可能エネルギー導入目標の策定等に当たり、

その効果を高めるために、次のアンケート調査等を実施した。 

① アンケート調査

米沢市が指定した区域内の合計 2,000世帯、同区域内の事業者 200社に対しアンケート

調査を実施し、本業務においてとりまとめる脱炭素シナリオ、再生可能エネルギー導入目

標への関心や意識を把握するとともに、その結果を将来ビジョン等に反映させた。 

② 事業者ヒアリング

米沢市の区域内で事業を営む事業者を対象として、再生可能エネルギーの導入に当たっ

ての課題や、当該事業者だけでは解決が難しい問題についてヒアリングを行った。 

③ ゼロカーボンシティ実現に向けた取組提案

補助事業情報の収集整理及びゼロカーボンシティ実現に向けた施策ロードマップのイメ

ージ図を作成した。 

（７）打合せ・協議 

打合せ・協議は、必要に応じて月 1回以上開催するものとした。 

（８）報告書の作成 

（１）から（７）までの結果を報告書として取りまとめた。 
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第２章 令和 3年度業務成果の更新 

１．令和 3年度業務成果からの変更点 

2022年 4月に「部門別 CO2排出量の現況推計」及び「自治体排出量カルテ」が更新されたこと

に伴い、CO2排出量の現況推計値の最新年度を 2018年度から 2019年度に更新した。また、CO2排

出量の現況推計値を更新したことに伴い、BAUシナリオにおける CO2排出量の将来推計の見直しを

実施した。 

2022年 4月に「REPOS（再生可能エネルギー情報提供システム）」が更新されたことに伴い、

一部の再生可能エネルギー導入ポテンシャル量の再推計を実施した。 

２．CO2排出量やエネルギー需要量の現況推計 

（１）CO2排出量の推移 

① 活動量の推移

本市の CO2排出量は、山形県の CO2排出量を次に掲げる本市の活動量で按分して推計した。

表 ２-１ 活動量の推移 

部門・分野 
2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

基準 

年度比 

産

業

部

門 

製造業 
製造品 

出荷額等 
（万円）52,248,318 56,817,556 50,312,094 46,559,597 49,596,303 52,984,300 58,653,728 12% 

建設業・ 

鉱業 
従業者数 （人） 3,110 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 -8%

農林 

水産業 
従業者数 （人） 375 274 274 274 274 274 274 -27%

民

生

部

門 

業務その 

他部門 
従業者数 （人） 32,187 31,493 31,493 31,493 31,493 31,493 31,493 -2%

家庭部門 世帯数 （世帯） 32,540 32,697 32,574 32,664 32,647 32,773 32,914 1% 

運

輸

部

門 

旅客 

自動車 

自動車 

保有台数 
（台） 51,764 52,151 52,229 52,354 52,386 52,686 52,340 1% 

貨物 

自動車 

自動車 

保有台数 
（台） 12,836 12,777 12,624 13,208 13,072 12,994 12,084 -6%

鉄道 
住民基本 

台帳人口 
（人） 85,765 84,945 83,867 82,843 81,847 80,927 79,878 -7%

船舶 
入港船舶 

総トン数 
（トン） 0 0 0 0 0 0 0 － 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 
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② CO2排出量の推移

本市における CO2 排出量の推移を図 ２-１に示す。基準年（2013 年）度の CO2 総排出量が 989

千 t-CO2、2019年度の CO2総排出量が 747千 t-CO2であり、2019年度の CO2総排出量は基準年

（2013 年）度比で▲241千 t-CO2（▲24％）である。 

部門別で見ると、産業部門が▲127千 t-CO2（▲28％）、業務その他部門が▲43千 t-CO2（▲ 

27％）、家庭部門が▲55千 t-CO2（▲29％）と大幅な減少傾向にあるが、運輸部門においては▲ 

19千 t-CO2（▲12％）と微減、廃棄物分野においては 3千 t-CO2（37％増）と増加傾向である。 

【単位：千 t-CO2】 

部門・分野 
2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

部門別の 

基準年度比 

産業部門 460 418 379 334 309 343 332 -127 -28%

  製造業 439 399 359 313 289 325 314 -125 -28%

建設業・鉱業 7 7 7 7 7 6 6 -1 -14%

農林水産業 14 12 12 14 13 12 12 -2 -13%

業務その他部門 163 160 164 140 121 122 120 -43 -27%

家庭部門 192 168 151 150 159 144 137 -55 -29%

運輸部門 165 161 159 159 156 154 146 -19 -12%

旅客 95 91 90 89 88 86 83 -11 -12%

貨物 64 64 63 64 63 62 58 -6 -9%

鉄道 7 6 6 6 6 5 5 -2 -25%

船舶 0 0 0 0 0 0 0 

廃棄物分野（一般廃棄物） 9 8 10 10 13 13 12 3 37% 

合計 989 916 863 793 757 775 747 

CO2排出量の推移 

（2013 年度比） 

- -73 -126 -195 -231 -213 -241

- -7% -13% -20% -23% -22% -24%

※端数処理を四捨五入により行っていることから、必ずしも合計と内訳の計は一致しない。

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 

図 ２-１ CO2排出量の推移 
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全体として CO2排出量が前年度及び基準年度と比べて減少した要因としては、環境省が公表し

ている「2019年度の温室効果ガス排出量（確報値）について」及び資源エネルギー庁が公表して

いる「2019 年度エネルギー需給実績（確報）」で、以下のとおりとしている。 

基準年度比：エネルギー消費量の減少（省エネ等）や、電力の低炭素化（再エネ拡大、原

  発再稼働）に伴う電力由来の CO2排出量の減少等 

前年度比 ：エネルギーの消費量減少（製造業における生産量減少等）や、電力の低炭素 

化（再生可能エネルギーの導入拡大）に伴う電力由来の CO2排出量の減少等

参考として本市区域内の電気使用量の推移を図 ２-２に示す。 

図 ２-２ 本市区域内の電気使用量の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 
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（２）2019年度のエネルギー需要量 

資源エネルギー庁が公表している「都道府県別エネルギー消費統計」を使用して、本市のエネ

ルギー需要量（TJ）の整理を行った。なお、エネルギー需要量（TJ）は都道府県別でのみ整理さ

れているため、環境省が公表している『地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュ

アル（算定手法編）』における標準的手法の考え方に基づき、山形県のエネルギー需要量を本市

の活動量で按分することで本市のエネルギー需要量を推計した。 

なお、「都道府県別エネルギー消費統計」における「500再生可能・未利用エネルギー」「550

事業用水力発電」「600原子力発電」については、エネルギー需要量として数値が計上されてい

ても環境価値を持つ（温室効果ガスを排出しない）エネルギーであるため、本市全体のエネルギ

ー需要量から除外して整理するものとした。推計結果を表 ２-２に示す。また、表 ２-２に示し

た結果を、図２-３～図２-１１に円グラフで示す。 

表 ２-２ 2019年度の部門別エネルギー需要量 

【単位：TJ】 

部門・分野 石炭 
石炭 

製品 
原油 

石油 

製品 

天然 

ガス 
電力 熱 総合計 

製造業 10 7 1 700 46 3,730 94 4,587 

建設業・鉱業 0 0 0 56 2 31 0 89 

農林水産業 0 0 0 150 0 21 0 171 

業務その他部門 1 6 0 236 1 1,443 4 1,691 

家庭部門 0 0 0 714 0 1,355 0 2,069 

旅客自動車 0 0 0 1,228 0 0 0 1,228 

貨物自動車 0 0 0 846 0 0 0 846 

鉄道 0 0 0 5 0 89 0 93 

合計 10 14 1 3,935 49 6,669 97 10,775 

※端数処理を四捨五入により行っていることから、必ずしも合計と内訳の計は一致しない。

次の図２-３～図２-１１についても同様である。 
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① 市全体

本市全体におけるエネルギー需要量に占める石油製品と電力の割合は、98.4％である。

図２-３ 市全体のエネルギー需要量 

② （産業部門）製造業分野

製造業におけるエネルギー需要量に占める電力の割合は、81.3％である。

図２-４ 製造業のエネルギー需要量 

③ （産業部門）建設業・鉱業分野

建設業・鉱業におけるエネルギー需要量に占める石油製品と電力の割合は、97.7％であ

る。 

図２-５ 建設業・鉱業のエネルギー需要量 
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④ （産業部門）農林水産業分野

農林水産業におけるエネルギー需要量に占める石油製品及び電力の割合は、100％である。

図２-６ 農林水産業のエネルギー需要量 

⑤ 業務その他部門

業務その他におけるエネルギー需要量に占める石油製品及び電力の割合は99.3％である。

図２-７ 業務その他部門のエネルギー需要量 

⑥ 家庭部門

家庭におけるエネルギー需要量に占める石油製品及び電力の割合は、100％である。

図２-８ 家庭部門のエネルギー需要量 
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熱

1,691
［TJ］

石油製品

714

電 力

1,355

石油製品

電 力

2,069
［TJ］
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⑦ （運輸部門）旅客自動車分野

旅客自動車におけるエネルギー需要量は、石油製品の割合が 100％である。

図２-９ 旅客自動車のエネルギー需要量 

⑧ （運輸部門）貨物自動車分野

貨物自動車におけるエネルギー需要量は、石油製品の割合が 100％である。

図２-１０ 貨物自動車のエネルギー需要量 

⑨ （運輸部門）鉄道分野

鉄道におけるエネルギー需要量に占める石油製品及び電力の割合は、100％である。

図２-１１ 鉄道のエネルギー需要量 

石油製品

1,228

石油製品
1,228
［TJ］

石油製品

846

石油製品
846

［TJ］

石油製品

5

電 力

89

石油製品

電 力

93
［TJ］
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３．CO2排出量の将来推計（BAUシナリオ） 

環境省が公表している『地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手

法編）』における、現状すう勢（BAU）ケース推計の考え方に基づいて、今後追加的な対策を見込

まないまま推移した場合の本市の将来の CO2排出量を推計した。 

図２-１２ BAUシナリオと脱炭素シナリオのイメージ 

出典：環境省「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料」 

（１）推計方法 

BAU シナリオでの CO2排出量の将来推計では、人口や経済などの将来の「活動量」の将来変化の

みを想定し、「エネルギー消費原単位」や「炭素集約度」は現状年度（2019年度）の値と変わら

ないものとした 

図２-１３ BAUシナリオにおける CO2排出量の将来推計方法の考え方 

活動量
[人 or 世帯,円,台]

活動量
[人 or 世帯,円,台]

エネルギー消費量
[TJ]

CO2排出量
[t-CO2]

エネルギー消費量
[TJ]

社会的な活動に
起因する要因

エネルギー削減活動
に起因する要因

脱炭素活動に起因
する要因

CO2排出量
[t-CO2]

BAUシナリオによる将来推計では、この2つの項を固定
（環境省：地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料より）
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① 活動量の推計

各部門の過去の活動量を用いて近似曲線（線形・指数・対数）を引き、実態に見合ったグ

ラフの近似式に変数（年代）を代入し、2050 年度までの活動量のすう勢を求めた。

過去の活動量については、東日本大震災以降のエネルギー政策の変化や現行の「地球温暖

化対策計画」における基準年度を勘案し、2013年度から「自治体排出量カルテ」（環境省）

の最新データ年度である 2019年度までを用いることとした。 

活動量の推計に用いる近似式を表２-３に、実態に見合ったグラフの選定方法を表２-４に

示す。なお、運輸部門・鉄道分野の活動量は住民基本台帳の人口（人）であるが、2020～

2050年までの人口は将来推計の結果を採用している。 

表２-３ 活動量の将来推計に用いる近似式 

近似式 特徴 

一次近似 ｙ＝ａｘ＋ｂ 

・実績値の増減率をそのまま推移させる式であり、増減傾

向は一定

・長期予測では不自然な場合があり、予測値の妥当性検証

が必要

二次近似 ｙ＝ａｘ＾2＋ｂｘ＋ｃ 

・放物線上のグラフとなる式で、実績値・予測値に極端な

値を含む場合は傾きが反転する場合がある

・増減傾向は急激で、実績値の変動傾向を極端に反映した

予測になりやすいため、決定係数が高い場合も実績値と

予測値の整合性判断が必要

指数近似 ｙ＝ａＥＸＰ（ｂｘ） 

・実績値の増減率を一定比率で変化させる式で、実績値の

ばらつきが少ない場合において適合性が高い

・多くは増減率が徐々に大きくなることから長期予測につ

いては予測値の妥当性検証が必要

べき乗近似 ｙ＝ａｘ＾ｂ 

・指数式と同様に増減率が徐々に大きくなっていく式

・実績値が増加し続ける条件で最も整合するが、減少傾向

となっている場合は推計結果が得られないことがある

対数近似 ｙ＝ａｌｎ（ｘ）＋ｂ 

・実績値の増減率を次第に鈍化させる式

・長期予測でも実績値との乖離が少なく、比較的採用しや

すい
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表２-４ 実態に見合ったグラフの選定方法 

項目 内容 

前処理 

2050年度の推計値が明らかに実態に合わない近似式を除く。 

＜実態に合わないと判断する基準＞ 

①推計値がマイナスを示す。

②2013～2018年度の活動量が増加し続けているにも関わらず減少傾向を示すか、

又は減少し続けているにも関わらず増加傾向を示す。

③5つの近似式（グラフ）を比較し、明らかに過剰な増減を示す。

（カーブの形状が明らかに異なる）。

選定 

（案 1） 

前処理を行ったうえで、2050 年度の将来推計値の増減率（2018 年度比）が最も小さい 

近似式を選定（中位ケース） 

選定 

（案 2） 

前処理を行ったうえで、2050 年度の将来推計値が最も大きい近似式を選定（高位ケー

ス） 

選定 

（案 3） 

前処理を行ったうえで、2050 年度の将来推計値が最も小さい近似式を選定（低位ケー

ス）
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活動量の将来すう勢の結果を表２-５に示す。2013年度から 2019年度における活動量の推移に

は人口減少などの社会的な要因が加味されているため、CO2排出量の減少傾向は、人口減少を含め

たすう勢を示しているといえる。 

一方で、現状の活動量の推移を見ると世帯数や自動車保有台数などは増加傾向になっており、

このまま推計すると増加もしくは横ばい傾向となる。また、産業部門の案３の数字の低下が著し

く、過小な傾向となることが想定される。 

表２-５ 活動量の将来推計結果 

部門・分野 活動量 選定 
2020 

年度 

2021 

年度 

2025 

年度 

2030 

年度 

2035 

年度 

2040 

年度 

2045 

年度 

2050 

年度 

2019 

年度比 

産業

部門 

製造業 

製造品 

出荷額等 

（万円） 

案１ 52,735,590 52,774,205 52,894,763 53,001,452 53,081,815 53,146,307 53,200,173 53,246,426 90.8% 

案２ 53,772,202 54,143,936 55,656,750 57,607,346 59,626,304 61,716,021 63,878,975 66,117,735 112.7% 

案３ 52,517,959 52,546,369 52,635,166 52,713,873 52,773,236 52,820,923 52,860,786 52,895,040 90.2% 

建設業 

・鉱業

従業者数 

（人） 

案１ 2,822 2,811 2,776 2,745 2,722 2,704 2,689 2,676 93.1% 

案２ 2,822 2,811 2,776 2,745 2,722 2,704 2,689 2,676 93.1% 

案３ 2,807 2,781 2,680 2,554 2,427 2,301 2,174 2,048 71.3% 

農林 

水産業 

従業者数 

（人） 

案１ 255 251 239 228 221 215 210 206 75.3% 

案２ 255 251 239 228 221 215 210 206 75.3% 

案３ 251 242 212 179 151 128 108 91 33.3% 

民生 

部門 

業務その 

他部門 

従業者数 

（人） 

案１ 31,335 31,301 31,192 31,097 31,025 30,967 30,919 30,878 98.0% 

案２ 31,335 31,301 31,192 31,097 31,025 30,967 30,919 30,878 98.0% 

案３ 31,295 31,220 30,923 30,551 30,179 29,808 29,436 29,064 92.3% 

家庭 

部門 

世帯数 

（世帯） 

案１ 32,804 32,820 32,870 32,914 32,948 32,974 32,997 33,016 100.3% 

案２ 32,880 32,928 33,122 33,367 33,613 33,861 34,111 34,362 104.4% 

案３ 32,804 32,820 32,870 32,914 32,948 32,974 32,997 33,016 100.3% 

運輸 

部門 

旅客 

自動車 

自動車 

保有台数

（台） 

案１ 52,589 52,632 52,767 52,887 52,977 53,049 53,109 53,161 101.6% 

案２ 52,697 52,803 53,232 53,773 54,319 54,871 55,429 55,992 107.0% 

案３ 52,589 52,632 52,767 52,887 52,977 53,049 53,109 53,161 101.6% 

貨物 

自動車 

自動車 

保有台数 

（台） 

案１ 12,714 12,703 12,669 12,639 12,616 12,598 12,583 12,570 104.0% 

案２ 12,724 12,714 12,682 12,653 12,632 12,615 12,600 12,588 104.2% 

案３ 12,603 12,554 12,358 12,112 11,867 11,622 11,376 11,131 92.1% 

鉄道 

住民基本 

台帳人口 

（人） 

案１ 80,308 79,967 78,913 77,992 77,306 76,759 76,305 75,918 95.0% 

案２ 80,308 79,967 78,913 77,992 77,306 76,759 76,305 75,918 95.0% 

案３ 78,908 77,918 73,958 69,009 64,059 59,110 54,161 49,211 61.6% 
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② 活動量の推計 

 案３において次の見直し及び補正を行い、案３’としてより実態に近しい将来推計とした。 

 

＜補正内容＞ 

・産業部門における活動量の近似式の再選定（案３の 2050年度の将来推計値が最も小さい

近似式の選定の考え方に基づき、次いで活動量の減少となる傾向の近似式を選定した） 

・人口及び世帯数の影響を特に大きく受ける活動量について、人口及び世帯数の減少率を使

用（詳細は表２-６に記す） 

 

人口・世帯数 出典データ 

・実績値：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（総務省） 

・将来値：将来推計人口・世帯数（国立社会保障・人口問題研究所 2018年度公表） 

 

表２-６ 補正する活動量及び補正方法 

補正対象 
補正方法 

部門・分野 活動量 

家庭部門 
世帯数 

（世帯） 

2020年及び 2021年については、実績値（住民基本台帳に基づく人

口、人口動態及び世帯数）を使用した。 

2025年～2050年については、過年度の活動量のすう勢で求めた将来

活動量に山形県の将来推計世帯数（将来推計人口・世帯数）の減少率

を乗じて、世帯数が減少傾向となるよう補正した。 

なお、山形県の将来推計世帯数は 2040 年までしか公表されていない

ため、2045年及び 2050年については 2015年～2040年の将来推計世

帯数から近似式を用いて推計した。 

運輸部門 

旅客自動車 

自動車 

保有台数 

（台） 

2020年～2050年については、過年度の活動量のすう勢で求めた将来

活動量に米沢市の将来推計人口（将来推計人口・世帯数）の減少率を

乗じて、保有台数が減少傾向となるよう補正した。 

運輸部門 

鉄道 

人口 

（人） 

2020、2021年については、実績値（住民基本台帳に基づく人口、人口

動態及び世帯数）を使用した。 

2025年～2045年については、将来推計人口（将来推計人口・世帯

数）を使用した。 

2050年については、2015年～2045 年の将来推計人口から近似式を用

いて推計した。 
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補正後の活動量の将来推計結果を表２-７に示す。 

 

表２-７ 補正後の活動量の将来推計結果 

部門・分野 活動量 選定 
2020 

年度 

2021 

年度 

2025 

年度 

2030 

年度 

2035 

年度 

2040 

年度 

2045 

年度 

2050 

年度 

2019 

年度比 

産業

部門 

製造業 

製造品 

出荷額等 

（万円） 

案１ 52,735,590 52,774,205 52,894,763 53,001,452 53,081,815 53,146,307 53,200,173 53,246,426 90.8% 

案２ 53,772,202 54,143,936 55,656,750 57,607,346 59,626,304 61,716,021 63,878,975 66,117,735 112.7% 

案３ 52,517,959 52,546,369 52,635,166 52,713,873 52,773,236 52,820,923 52,860,786 52,895,040 90.2% 

案３’ 52,735,590 52,774,205 52,894,763 53,001,452 53,081,815 53,146,307 53,200,173 53,246,426 90.8% 

建設業 

・鉱業 

従業者数 

（人） 

案１ 2,822 2,811 2,776 2,745 2,722 2,704 2,689 2,676 93.1% 

案２ 2,822 2,811 2,776 2,745 2,722 2,704 2,689 2,676 93.1% 

案３ 2,807 2,781 2,680 2,554 2,427 2,301 2,174 2,048 71.3% 

案３’ 2,810 2,786 2,694 2,582 2,475 2,373 2,275 2,180 75.9% 

農林 

水産業 

従業者数 

（人） 

案１ 255 251 239 228 221 215 210 206 75.3% 

案２ 255 251 239 228 221 215 210 206 75.3% 

案３ 251 242 212 179 151 128 108 91 33.3% 

案３’ 251 246 230 215 205 196 189 183 66.7% 

民生 

部門 

業務その 

他部門 

従業者数 

（人） 

案１ 31,335 31,301 31,192 31,097 31,025 30,967 30,919 30,878 98.0% 

案２ 31,335 31,301 31,192 31,097 31,025 30,967 30,919 30,878 98.0% 

案３ 31,295 31,220 30,923 30,551 30,179 29,808 29,436 29,064 92.3% 

家庭 

部門 

世帯数 

（世帯） 

案１ 32,804 32,820 32,870 32,914 32,948 32,974 32,997 33,016 100.3% 

案２ 32,880 32,928 33,122 33,367 33,613 33,861 34,111 34,362 104.4% 

案３ 32,804 32,820 32,870 32,914 32,948 32,974 32,997 33,016 100.3% 

案３’ 33,080 33,335 31,623 30,780 29,698 28,399 27,953 27,115 82.4% 

運輸 

部門 

旅客 

自動車 

自動車 

保有台数

（台） 

案１ 52,589 52,632 52,767 52,887 52,977 53,049 53,109 53,161 101.6% 

案２ 52,697 52,803 53,232 53,773 54,319 54,871 55,429 55,992 107.0% 

案３ 52,589 52,632 52,767 52,887 52,977 53,049 53,109 53,161 101.6% 

案３’ 49,818 49,152 47,082 44,187 41,209 38,206 35,073 32,463 62.0% 

貨物 

自動車 

自動車 

保有台数 

（台） 

案１ 12,714 12,703 12,669 12,639 12,616 12,598 12,583 12,570 104.0% 

案２ 12,724 12,714 12,682 12,653 12,632 12,615 12,600 12,588 104.2% 

案３ 12,603 12,554 12,358 12,112 11,867 11,622 11,376 11,131 92.1% 

鉄道 

住民基本 

台帳人口 

（人） 

案１ 80,308 79,967 78,913 77,992 77,306 76,759 76,305 75,918 95.0% 

案２ 80,308 79,967 78,913 77,992 77,306 76,759 76,305 75,918 95.0% 

案３ 78,908 77,918 73,958 69,009 64,059 59,110 54,161 49,211 61.6% 

案３’ 78,965 78,118 77,483 72,719 67,817 62,875 57,720 53,424 66.9% 
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③ 一般廃棄物における焼却処理量の将来推計

一般廃棄物の CO2排出量は、山形県の CO2排出量を活動量で按分して推計するのではなく、

焼却処理量の実績を用いて CO2排出量を推計した。本市の一般廃棄物の年間焼却処理量を、

近似式を用いてその傾向を分析し、2020～2050年の将来の一般廃棄物の年間焼却処理量を推

計した。年間焼却処理量の推計結果を、表２-９に示す。なお、本市における年間焼却処理量

は、置賜広域行政事務組合の年間焼却処理量を焼却処理経費で按分することで推計してい

る。 

図２-１４ 廃棄物分野（一般廃棄物）の CO2排出量の算定式 

出典：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」 

表２-８ 年間焼却処理量の実績値 

年度 
年間焼却処理量（ｔ） 係数 

置賜広域行政事務組合 米沢市 プラ比率（％） 水分率（％） 

2013 年度 55,181 22,700 21.8 47.0 

2014 年度 55,475 22,719 20.1 47.3 

2015 年度 55,765 22,214 24.8 44.5 

2016 年度 53,442 21,391 26.8 45.7 

2017 年度 54,113 21,762 34.6 45.1 

2018 年度 54,603 21,783 34.0 44.8 

2019年度 57,025 22,655 32.5 48.5 

表２-９ 一般廃棄物の年間焼却処理量の将来推計結果 

【単位：t】 

選定 2020年度 2021年度 2025年度 2030年度 2035年度 2040年度 2045年度 2050年度 

案① 21,836 21,650 21,526 21,433 21,359 21,297 21,245 21,198 

案② 21,836 21,650 21,526 21,433 21,359 21,297 21,245 21,198 

案③ 21,823 21,383 20,944 20,504 20,064 19,624 19,184 18,745 

市区町村の CO2排出量＝焼却処理量×（1－水分率）×プラスチック類比率×2.77 

  ＋焼却処理量×全国平均合成繊維比率（0.028）×2.29 
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④ エネルギー消費原単位及び炭素集約度の設定

CO2排出量の将来推計に用いる「エネルギー消費原単位」や「炭素集約度」を表２-１０に

示す。 

表２-１０ エネルギー消費原単位及び炭素集約度の設定（2019年度） 

部門・分野 

① ② ③ ②÷① ③÷②

活動量 

エネ

ルギー

消費量

CO2 

排出量 エネルギー

消費原単位

炭素 

集約度 

（TJ） （千 t-CO2） （kg-CO2/MJ）

産

業

部

門 

製造業 
製造品 

出荷額等 
(万円) 58,653,728 4,587 314.3 0.0078 (MJ/円) 0.069 

建設業・ 

鉱業 
従業者数 (人) 2,874 89 6.0 30,886 (MJ/人) 0.067 

農林 

水産業 
従業者数 (人) 274 171 11.8 625,256 (MJ/人) 0.069 

民

生

部

門 

業務その 

他部門 
従業者数 (人) 31,493 1,691 119.5 53,690 (MJ/人) 0.071 

家庭 

部門 
世帯数 (世帯) 32,914 2,069 137.2 62,873 (MJ/世帯) 0.066 

運

輸

部

門 

旅客 

自動車 

自動車 

保有台数 
(台) 52,340 1,228 83.3 23,462 (MJ/台) 0.068 

貨物 

自動車 

自動車 

保有台数 
(台) 12,084 846 58.1 70,015 (MJ/台) 0.069 

鉄道 
住民基本 

台帳人口 
(人) 79,878 93 5.0 1,166 (MJ/人) 0.053 

船舶 
入港船舶 

総トン数 
(トン) 0 0 0 (MJ/トン) 

すう勢により変化 2019年の値（固定） 

表２-７で示した 2020 年度から 2050 年度の将来推計結果に、2019年度のエネルギー消費

量消費原単位及び炭素集約度を乗じることで、将来の CO2排出量の推計値を求めた。 



18 

（２）推計結果 

＜案 1：2050 年度の増減率が最も小さい近似式の選定（中位ケース）＞ 

本ケースは、前処理により、実態に明らかに合わない近似式を除いたうえで、2050年度の将来

推計値の増減率（2019年度比）が最も小さい近似式を選定したものである。 

将来推計の結果は、図２-１５に示すとおり 2030年度は 715.9千 t-CO2（2013年度比で▲

28％）、2050年度は 715.6千 t-CO2（2013年度比で▲28％）であった。 

【単位：千 t-CO2】 
部門・分野 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2013年度比 

産

業

部

門 

製造業 439.0 398.7 359.3 312.9 289.0 325.0 314.3 282.6 282.8 283.4 284.0 284.4 284.8 285.1 285.3 -153.7 -35%

建設業 

・鉱業
6.9 7.0 7.1 7.1 6.8 6.5 6.0 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 -1.4 -20%

農林 

水産業 
13.6 12.0 12.3 14.3 12.7 11.7 11.8 11.0 10.8 10.3 9.9 9.5 9.3 9.1 8.9 -4.7 -34%

民

生

部

門 

業務その 

他部門 
162.9 160.3 164.1 139.7 120.6 121.9 119.5 118.9 118.8 118.4 118.0 117.7 117.5 117.3 117.2 -45.7 -28%

家庭 

部門 
191.9 168.3 150.6 150.2 158.9 143.7 137.2 136.7 136.8 137.0 137.2 137.3 137.4 137.5 137.6 -54.3 -28%

運

輸 

旅客自動車 94.7 90.6 89.9 89.0 87.6 86.5 83.3 83.7 83.8 84.0 84.2 84.3 84.4 84.5 84.6 -10.1 -11%

貨物自動車 64.1 64.2 63.4 64.2 63.1 62.1 58.1 61.2 61.1 61.0 60.8 60.7 60.6 60.5 60.5 -3.6 -6%

鉄道 6.6 6.3 6.1 5.9 5.6 5.2 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 -1.9 -29%

船舶 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

一般廃棄物 8.7 8.1 9.9 10.0 12.8 12.7 12.0 11.5 11.4 11.4 11.3 11.3 11.2 11.2 11.2 2.5 28% 

小計 988.5 915.6 862.6 793.3 757.3 775.3 747.2 716.5 716.4 716.1 715.9 715.8 715.7 715.7 715.6 -272.9 -28%

※端数処理を四捨五入により行っていることから、必ずしも小計と内訳の計は一致しない。

図２-１５ 案 1における部門別 CO2排出量の将来推計 
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＜案 2：2050 年度の活動量が最も大きい近似式の選定（高位ケース）＞ 

本ケースは、前処理により、実態に明らかに合わない近似式を除いたうえで、2050年度の活動

量が最も大きくなる近似式を選定したものである。 

将来推計の結果は、図２-１６に示すとおり 2030年度は 744.0千 t-CO2（2013年度比で▲

25％）、2050年度は 794.8千 t-CO2（2013年度比で▲20％）であった。 

【単位：千 t-CO2】 

部門・分野 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2013年度比 

産

業

部

門 

製造業 439.0 398.7 359.3 312.9 289.0 325.0 314.3 288.1 290.1 298.2 308.7 319.5 330.7 342.3 354.3 -84.7 -19%

建設業 

・鉱業
6.9 7.0 7.1 7.1 6.8 6.5 6.0 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 -1.4 -20%

農林 

水産業 
13.6 12.0 12.3 14.3 12.7 11.7 11.8 11.0 10.8 10.3 9.9 9.5 9.3 9.1 8.9 -4.7 -34%

民

生

部

門 

業務その 

他部門 
162.9 160.3 164.1 139.7 120.6 121.9 119.5 118.9 118.8 118.4 118.0 117.7 117.5 117.3 117.2 -45.7 -28%

家庭 

部門 
191.9 168.3 150.6 150.2 158.9 143.7 137.2 137.0 137.2 138.0 139.1 140.1 141.1 142.2 143.2 -48.7 -25%

運

輸 

旅客自動車 94.7 90.6 89.9 89.0 87.6 86.5 83.3 83.9 84.0 84.7 85.6 86.5 87.3 88.2 89.1 -5.6 -6%

貨物自動車 64.1 64.2 63.4 64.2 63.1 62.1 58.1 61.2 61.2 61.0 60.9 60.8 60.7 60.6 60.6 -3.6 -6%

鉄道 6.6 6.3 6.1 5.9 5.6 5.2 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 -1.9 -29%

船舶 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

一般廃棄物 8.7 8.1 9.9 10.0 12.8 12.7 12.0 11.5 11.4 11.4 11.3 11.3 11.2 11.2 11.2 2.5 28% 

小計 988.5 915.6 862.6 793.3 757.3 775.3 747.2 722.6 724.5 732.8 744.0 755.9 768.3 781.3 794.8 -193.8 -20%

※端数処理を四捨五入により行っていることから、必ずしも小計と内訳の計は一致しない。

図２-１６ 案 2における部門別 CO2排出量の将来推計 
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＜案 3：2050 年度の活動量が最も小さい近似式の選定（低位ケース）＞ 

本ケースは、前処理により、実態に明らかに合わない近似式を除いたうえで、2050年度の活動

量が最も小さくなる近似式を選定したものである。 

将来推計の結果は、図２-１７に示すとおり 2030年度は 706.2千 t-CO2（2013年度比で▲

29％）、2050年度は 690.7 千 t-CO2（2013年度比で▲30％）であった。 

【単位：千 t-CO2】 

部門・分野 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2013年度比 

産

業

部

門 

製造業 439.0 398.7 359.3 312.9 289.0 325.0 314.3 281.4 281.6 282.1 282.5 282.8 283.0 283.3 283.4 -155.6 -35%

建設業 

・鉱業
6.9 7.0 7.1 7.1 6.8 6.5 6.0 5.8 5.8 5.6 5.3 5.0 4.8 4.5 4.3 -2.7 -39%

農林 

水産業 
13.6 12.0 12.3 14.3 12.7 11.7 11.8 10.8 10.5 9.2 7.7 6.5 5.5 4.7 3.9 -9.7 -71%

民

生

部

門 

業務その 

他部門 
162.9 160.3 164.1 139.7 120.6 121.9 119.5 118.8 118.5 117.4 116.0 114.5 113.1 111.7 110.3 -52.6 -32%

家庭 

部門 
191.9 168.3 150.6 150.2 158.9 143.7 137.2 136.7 136.8 137.0 137.2 137.3 137.4 137.5 137.6 -54.3 -28%

運

輸 

旅客自動車 94.7 90.6 89.9 89.0 87.6 86.5 83.3 83.7 83.8 84.0 84.2 84.3 84.4 84.5 84.6 -10.1 -11%

貨物自動車 64.1 64.2 63.4 64.2 63.1 62.1 58.1 60.6 60.4 59.5 58.3 57.1 55.9 54.7 53.6 -10.6 -16%

鉄道 6.6 6.3 6.1 5.9 5.6 5.2 5.0 4.9 4.8 4.6 4.3 4.0 3.7 3.4 3.1 -3.6 -54%

船舶 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

一般廃棄物 8.7 8.1 9.9 10.0 12.8 12.7 12.0 11.5 11.3 11.1 10.8 10.6 10.4 10.1 9.9 1.2 13% 

小計 988.5 915.6 862.6 793.3 757.3 775.3 747.2 714.3 713.4 710.2 706.2 702.2 698.3 694.4 690.7 -297.9 -30%

※端数処理を四捨五入により行っていることから、必ずしも小計と内訳の計は一致しない。

図２-１７ 案 3における部門別 CO2排出量の将来推計 
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＜案 3’： 案 3を補正（低位ケースからの補正）＞ 

本ケースは、案 3の活動量のうち、産業部門の近似式の見直し並びに民生部門の家庭部門、運

輸部門の旅客自動車、運輸部門の鉄道を人口及び世帯数の減少率を加味して補正したものであ

る。 

将来推計の結果は、図２-１８に示すとおり 2030年度は 683.7千 t-CO2（2013年度比で▲

31％）、2050年度は 633.4 千 t-CO2（2013年度比で▲36％）であった。 

【単位：千 t-CO2】 
部門・分野 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2013年度比 

産

業

部

門 

製造業 439.0 398.7 359.3 312.9 289.0 325.0 314.3 281.4 281.6 282.1 282.5 282.8 283.0 283.3 283.4 -155.6 -35%

建設業 

・鉱業
6.9 7.0 7.1 7.1 6.8 6.5 6.0 5.8 5.8 5.6 5.3 5.0 4.8 4.5 4.3 -2.7 -39%

農林 

水産業 
13.6 12.0 12.3 14.3 12.7 11.7 11.8 10.8 10.5 9.2 7.7 6.5 5.5 4.7 3.9 -9.7 -71%

民

生

部

門 

業務その 

他部門 
162.9 160.3 164.1 139.7 120.6 121.9 119.5 118.8 118.5 117.4 116.0 114.5 113.1 111.7 110.3 -52.6 -32%

家庭 

部門 
191.9 168.3 150.6 150.2 158.9 143.7 137.2 137.9 138.9 131.8 128.3 123.8 118.4 116.5 113.0 -78.9 -41%

運

輸 

旅客自動車 94.7 90.6 89.9 89.0 87.6 86.5 83.3 79.3 78.2 74.9 70.3 65.6 60.8 55.8 51.7 -43.1 -45%

貨物自動車 64.1 64.2 63.4 64.2 63.1 62.1 58.1 60.6 60.4 59.5 58.3 57.1 55.9 54.7 53.6 -10.6 -16%

鉄道 6.6 6.3 6.1 5.9 5.6 5.2 5.0 2.1 2.1 4.8 4.5 4.2 3.9 3.6 3.3 -3.3 -50%

船舶 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

一般廃棄物 8.7 8.1 9.9 10.0 12.8 12.7 12.0 11.5 11.3 11.1 10.8 10.6 10.4 10.1 9.9 1.2 13% 

小計 988.5 915.6 862.6 793.3 757.3 775.3 747.2 708.2 707.2 696.2 683.7 670.2 655.8 644.9 633.4 -355.1 -36%

※端数処理を四捨五入により行っていることから、必ずしも小計と内訳の計は一致しない。

図２-１８ 案 3’における部門別 CO2排出量の将来推計 
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４．再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査 

（１）賦存量・導入ポテンシャルの定義 

再生可能エネルギー導入ポテンシャルとは、全自然エネルギーから一定の事業性や土地利用の

法的規制・制限の条件を除いた資源量と定義されている。 

本業務では、地域の再生可能エネルギーを最大限活用することを踏まえて、再生可能エネルギ

ー導入ポテンシャルを整理する。 

【賦存量の定義】 

技術的に利用可能なエネルギーの大きさ(kW)又は量(kWh)等をいう。設置可能面積、平均風

速、河川流量等から理論的に算出することができるエネルギーの大きさ(kW)又は量(kWh)等の

うち、推計時点において、利用に際し最低限と考えられる大きさ（※）のあるエネルギーの

大きさ(kW)または量(kWh)等をいう。 

（※）例えば、（中小）水力で言えば、建設単価が 260万円/kWを超えないことである。 

【導入ポテンシャルの定義】 

各種自然条件・社会条件を考慮したエネルギーの大きさ(kW)又は量(kWh)等をいう。賦存量

のうち、エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因（土地の傾斜、法規制、土地利

用、居住地からの距離等）により利用できないものを除いた推計時点のエネルギーの大きさ

(kW)又は量(kWh)等をいう。 

図２-１９ 賦存量・導入ポテンシャルの定義 

出典：環境省「REPOS（リーポス）」 

なお本報告書では、太陽光発電については、森林を伐採する野立てによる設備導入を想定して

いない。この場合、建物や耕地・荒廃農地等へのパネル設置分を導入ポテンシャルとして取扱う

こととする。 

また、木質バイオマスについては、持続可能的に収集可能なバイオマス資源量を導入ポテンシ

ャルと位置づけている。 
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（２）調査方法 

以下に示す方法により、エネルギー需要量を想定した導入ポテンシャルを推計した。なお、木

質バイオマス発電及び熱利用、家畜排せつ物バイオガス発電、太陽熱利用、地中熱利用、雪氷熱

利用の推計方法及び推計結果については、令和 3年度業務と同様であるため、本報告書内での説

明を省略する。 

 

表２-１１ 再生可能エネルギー導入ポテンシャルの推計方法（概要）（１／２） 

種類 推計方法 備考 

太陽光発電 
（建物系） 

NTTインフラネット株式会社「GEOSPACE電子地図
（スタンダード）」（2021春版）より取得した建物
（※）のポリゴン面積に用途毎の設置可能面積算定
係数を乗じて設置可能面積を算出し、建物区分ごと
設置密度を乗じることにより推計。 

※官公庁、病院、学校、戸建住宅等、集合住宅、工
場・倉庫、その他建物、鉄道駅 

環境省「REPOS」
を採用 

太陽光発電 
（土地系） 

①耕地（田・畑） 

農林水産省「農地の区画情報（筆ポリゴン）」
（2020年度公開/2021 年 4月ダウンロード）のデー
タより設置可能面積を算出し、推計除外条件に該当
するもの除外したうえで設置密度を乗じることによ
り推計。 

②荒廃農地 

山形県荒廃農地面積を米沢市耕地面積で按分した面
積に設置可能面積算定係数を乗じて設置可能面積を
算出し、設置密度を乗じることにより推計。 

③水上 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基づく
ため池データベースに掲載のデータ（令和 2年 9 月
末時点）より取得したため池の満水面積に設置可能
面積算定係数を乗じて設置可能面積を算出し、設置
密度を乗じることにより推計。 

環境省「REPOS」
を採用 

陸上風力発電 

環境省「風況変動データベース」において作成され
た風況マップ(年平均風速：地上高 80m）をもとに地
上高 90m の年平均風速を解析し、年平均風速 5.5m/s 
以上を抽出。開発困難条件（自然条件、社会条件）
を重ね合わせ風力発電施設が設置可能なエリアを抽
出し、風速階級別の設備利用率により算出。 

環境省「REPOS」
を採用 
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表２-１２ 再生可能エネルギー導入ポテンシャルの推計方法（概要）（２／２） 

種類 推計方法 備考

水力発電 

【中小水力河川部導入ポテンシャル】 
[1]国土地理院「数値地図（国土基本情報）50mメッ
シュ数値標高データ」
[2]国土地理院「数値地図（国土基本情報）10mメッ
シュ数値標高データ」
[3]国土地理院「数値地図 25,000（空間データ基盤）
の水路」
[4]国土交通省・都道府県の流域を代表する流量観測
所の名称及び、各流量観測所における過去 3年～10
年の日流量データ
[5]土地改良区等 取水点の名称、所在地及び、各取
水点における許可取水量（日あたり、1 年分）
※R1年度ポテンシャル推計結果（R3 年度に年間発電
電力量を更新）

【中小水力農業用水路導入ポテンシャル】 
平成７年基幹水利施設整備状況調査基図の農業用水
路データ、及び数値地図 25,000空間データ基盤の
「水路区間」データを用いて、平成 22 年度業務にお
いて環境省が作成 
※H22 年度ポテンシャル推計結果

環境省「REPOS」
を採用 

木質バイオマス発電 
及び熱利用 

「山形県林業統計」、「米沢市森林整備計画」のデ
ータを基に森林成長量を算定し、集材範囲［林道延
長×集材距離（片側 200m圏内）＋森林作業道延長×
集材距離（片側 40m）］、搬出歩留まり［主要樹種で
あるスギの歩留まり 58％］、用途別利用量における
燃料材割合［12.2％］を考慮して推計。 

家畜排せつ物バイオガス発電 

市より受領した家畜の飼育頭数の資料より年間の家
畜排せつ物の排出量を算定し、固有物に対する有機
物の割合や有機物分解物等によりメタンガス発生量
を推計。メタンガスの燃焼による発電を想定し、発
電量を推計。 

太陽熱利用 

500mメッシュ単位で太陽熱の利用可能熱量を推計。
メッシュ単位で太陽熱の利用可能熱量と「給湯」の
熱需要とを比較し、小さいほうの値をそのメッシュ
のポテンシャルとしている。

環境省「REPOS」 
を採用 

地中熱利用 

500mメッシュ単位で地中熱の利用可能熱量を推計。
メッシュ単位で地中熱の利用可能熱量と「空調（冷
房・暖房）」の熱需要量とを比較し、小さいほうの
値をそのメッシュのポテンシャルとしている。

環境省「REPOS」 
を採用 

雪氷熱利用 

公共用地（道路、公共施設など）において除雪及び
排雪される雪を利用すると想定し、公共用地面積と
降雪量から利用可能な熱量を推計。なお、公共用地
のうち山林及び公園の面積は除外。 
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（３）再生可能エネルギー導入ポテンシャルの推計結果 

① 太陽光発電（建物系） 

太陽光発電（建物系）の導入ポテンシャルは、建物屋上等へのパネル設置を想定した推計

値であるため、都市部の住宅等密集区域でのポテンシャルが高い傾向となる。（図２-２０） 

本市の建物における太陽光発電の導入ポテンシャルは合計で 459.9MWとなり、その内訳を

図 ２-２１に示す。 

 

 
図２-２０ 建物屋上等への太陽光パネル設置導入ポテンシャル 

出典：環境省「REPOS」 

 
※端数処理を四捨五入により行っていることから、必ずしも小計と内訳の計は一致しない。 

図 ２-２１ 太陽光発電（建物系）導入ポテンシャルの内訳 

出典：環境省「REPOS」 

  

官公庁

6.3 
病院

3.3 

学校

12.1

戸建住宅等

110.1

集合住宅

3.0

工場・倉庫

32.7

その他建物等

290.9

鉄道駅

1.7

太陽光

（建物系）

官公庁 病院 学校 戸建住宅等 集合住宅 工場・倉庫 その他建物等 鉄道駅
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表２-１３ 太陽光発電（建物系）の凡例の要素 

凡例 要素 

官公庁 
都道府県庁、市役所、区役所、町村役場、市町村役場出張所、東京 23区の区

役所、官公所、裁判所、保健所、警察署、消防署、税務署、郵便局、森林管

理署、交番、公民館、皇室施設、その他の公共施設 
病院 病院 

学校 小学校、中学校、高校、高専、短期大学、大学、専修学校・各種学校、特別

支援学校、自動車学校、その他の学校、幼稚園、保育園 
戸建住宅 普通建物のうちポリゴン面積 100ｍ2未満のもの 

集合住宅 
一般マンション、寮・社宅、住宅整備公団、都道府県営・市営団地、一般マ

ンションの棟番号、寮・社宅の棟番号、住宅整備公団の棟番号、都道府県

営・市営団地の棟番号 
工場・倉庫 工場、研究所、公設の研究所、浄水場・終末処理場、発電所・変電所、倉庫 

その他建物 

普通建物のうちポリゴン面積 100ｍ2以上のもの、宿泊施設、娯楽・商業施

設、駅ビル、市場、その他ビル（銭湯、レンタカー、企業施設：銀行、NTT、

その他企業重要施設、宗教施設：神社、寺院、キリスト教会・天主堂、その

他の宗教施設、その他施設：青年の家、斎場、その他施設、会議場） 
鉄道駅 駅（地上） 
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② 太陽光発電（土地系） 

太陽光発電（土地系）の導入ポテンシャルは、耕地（田・畑）、荒廃農地、水上へのパネ

ル設置を想定した推計値であり、耕地・水上のポテンシャルは GIS情報を、荒廃農地のポテ

ンシャルは統計情報を使用している。郊外でのポテンシャルが高い傾向となっているため、

導入する際には消費地への送電方法も考慮して検討を行う必要がある。（図 ２-２２） 

本市の土地における太陽光発電の導入ポテンシャルは合計で 839.7MWとなり、その内訳を

図２-２３に示す。なお、荒廃農地のポテンシャルは、再生利用が可能な荒廃農地 1には営農

型太陽光を設置した場合、再生利用が困難と見込まれる荒廃農地 2には地上設置型太陽光を

設置した場合を想定して推計を行っている。 

 

図 ２-２２ 耕地や水上等への太陽光パネル設置導入ポテンシャル 

出典：環境省「REPOS」 

  

                                                   
1 再生利用が可能な荒廃農地：抜根、整地、区画整理、客土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が可能となる

と見込まれる荒廃農地 
2 再生利用が困難と見込まれる荒廃農地：「森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な

もの、又は周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるものに相当する

荒廃農地 
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※端数処理を四捨五入により行っていることから、必ずしも小計と内訳の計は一致しない。 

図２-２３ 太陽光発電（土地系）導入ポテンシャルの内訳 

出典：環境省「REPOS」 

 
表２-１４ 太陽光発電（土地系）の凡例の定義 

凡例 定義 

最終処分場 一般廃棄物の最終処分場を対象とする。広域処理の場合は最終処

分場が位置する市町村に計上している。 

耕地（田・畑） 
衛星画像等の空中写真データを衛星画像等の目視判読により田、

畑を判断されたもの。耕地のポテンシャルは、農林水産省が公表

する農地の区画情報（筆ポリゴン）を使用して推計される。 

荒廃農地（再生利用可能） 
荒廃農地のうち、抜根、整地、区画整理、客土等により再生する

ことにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる

もの。 

荒廃農地（再生利用困難） 

荒廃農地のうち、森林の様相を呈しているなど農地に復元するた

めの物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状況から

みて、その土地を農地として復元しても継続して利用することが

できないと見込まれるものに相当するもの。 

ため池 流域の大きな河川に恵まれない地域などで、農業用水を確保する

ために水を貯え取水ができるよう人工的に造成された池のこと 
 
  

最終処分場

11.3 

耕地（田）

625.4 

耕地（畑）

141.6

荒廃農地（再生利用可能）

9.7

荒廃農地（再生利用困難）

50.2

ため池

1.5

太陽光

（土地系）

最終処分場 耕地（田） 耕地（畑）

荒廃農地（再生利用可能） 荒廃農地（再生利用困難） ため池
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③ 陸上風力発電 

陸上風力発電事業の事業採算性を考慮し、高度 90mにおける風速 5.5m/s以上の風を対象と

し、500mメッシュ単位で単機出力 4.0MW規模の風車を設置すると想定して導入ポテンシャル

を推計している。 

表２-１５で示す条件を考慮した本市における陸上風力発電の導入ポテンシャルは 776.9MW

となっている。 

なお、上記ポテンシャルは、図２-２４で示す風速及び表２-１５で示す自然条件や土地利

用の法的制限を考慮し算出されているが、風向や風の乱れは考慮されていない。 

 

図２-２４ 陸上風力発電 風況シミュレーション 

出典：環境省「REPOS」 
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表２-１５ 陸上風力発電の導入ポテンシャルの推計条件

区分 項目 推計の際に除外した条件 

自然区分

風速区分 5.5m/s未満 

標高 1,200m以上 

最大傾斜角 20 度以上 

地上開度 75°未満 

社会条件：

法制度等

法規制区分

（自然条件）

1) 国立・国定公園（特別保護地区、第 1 種特別地域）

2) 都道府県立自然公園（第 1種特別地域）

3) 原生自然環境保全地域

4) 自然環境保全地域

5) 鳥獣保護区のうち特別保護地区（国指定、都道府県指定）

6) 世界自然遺産地域

法規制区分

（社会条件）
1) 航空法による制限（制限表面）

社会条件：

土地利用等

都市計画区分 「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」を除く市街化区域 

土地利用区分 田、建物用地、道路、鉄道、河川地及び湖沼、海水域、ゴルフ場 

居住地からの距離 500m未満 

出典：環境省「令和 3年度再エネ導入ポテンシャルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報報告書」 
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④ 水力発電

本市の南部～中央部にかかる山間部の中小水力発電の導入ポテンシャルを推計している。

表 ２-１６で示す条件を考慮した本市における中小水力発電の導入ポテンシャルは、42.4MW

となっている。 

図 ２-２５ 水力発電の導入ポテンシャル 

表 ２-１６ 水力発電の導入ポテンシャルの推計条件 

区分 項目 推計の際に除いた条件 

賦存量条件 - 

発電単位が 500 円/(kWh/年)以上であるもの 

※設備利用率 60%の場合は、建設単価 260 万円/kWに相

当する。 

社会条件： 

法制度等 
法規制区分 

1)国立・国定公園(特別保護地区、第 1種特別地域)

2)都道府県立自然公園

3)原生自然環境保全地域

4)自然環境保全地域

5)鳥獣保護区のうち特別保護地区

(国指定、都道府県指定) 

6)世界自然遺産地域

出典：環境省「令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開等に関する委託業務報告書」 
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（４）総括 

再生可能エネルギー導入ポテンシャルの推計結果を図２-２６並びに表２-１７、表２-１８に示す。 

図２-２６ 再生可能エネルギー導入ポテンシャルの推計結果 

表 ２-１７ 再生可能エネルギー導入ポテンシャル（電気）の推計結果 

設備 
設備容量 

[MW] 

年間発電量

[MWh/年] 

太陽光発電 

建物系 

官公庁 6.3 7,684 

病院 3.3 3,969 

学校 12.1 14,728 

戸建住宅等 110.1 134,117 

集合住宅 3.0 3,623 

工場・倉庫 32.7 39,833 

その他建物 290.9 354,502 

鉄道駅 1.7 2,020 

小計 459.9 560,477 

土地系 

最終処分場 11.3 13,749 

耕地（田） 625.4 762,244 

耕地（畑） 141.6 172,533 

荒廃農地（再生利用可能） 9.7 11,869 

荒廃農地（再生利用困難） 50.2 61,151 

ため池 1.5 1,788 

小計 839.7 1,023,333 

陸上風力発電 776.9 2,128,065 

水力発電 44.4 253,341 

バイオマス発電 
木質バイオマス 0.6 578 

家畜排せつ物バイオガス 1.7 3,659 

合計 2,123.3 3,969,454 

※端数処理を四捨五入により行っていることから、必ずしも合計と内訳の計は一致しない。
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表 ２-１８ 再生可能エネルギー導入ポテンシャル（熱）の推計結果 

設備 
熱量 

[億 MJ]

太陽熱利用 4.6 

地中熱利用 61.9 

雪氷熱利用 28.6 

木質バイオマス熱利用 0.1 

合計 95.1 

※端数処理を四捨五入により行っていることから、必ずしも合計と内訳の計は一致しない。

※木質バイオマス発電及び熱利用の導入ポテンシャル推計については、本市の森林成長量から推計した年間発熱量

［GJ/年］を重複して使用しているため、推計結果となるポテンシャル量にも重複が生じていることに注意が必要で

ある。
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第３章 市民・事業者アンケート及び事業者ヒアリング結果 

１．市民・事業者アンケート結果 

（１） 市民アンケート結果

１. 調査目的

 米沢市における地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入検討にあたり、地域の魅力や再生

可能エネルギー導入に関する取組状況及び意向を把握することを目的として、市民を対象にアンケ

ート調査を実施した。 

２. 調査概要

本アンケート調査の概要は下記のとおりである。 

項目 内容 

調査対象 米沢市内に在住する市民 

対象者数 2,000人 

調査期間 令和 4年 7月 29日～令和 4年 8月 17日 

回収数 634人（回収率：32％） 

調査方法 
①郵送による配布・回収

②WEBアンケートシステムによる回答

３. 設問項目

（１） 回答者の属性

 性別

 年齢

 職業

 家族構成

 お住まいの地域

 居住形態

（２） 居住地区の資源と課題

 居住地区の魅力

 居住地区の課題

（３） 地球温暖化対策への意識や取組状況

 地球温暖化の影響による周辺環境の変化

 地球温暖化対策や環境保全のための行動変容

 地球温暖化対策に関する取組の実施状況・実施意向

 省エネルギーまたは再生可能エネルギー設備の導入状況・導入意向

 地球温暖化対策にさらに取り組むために必要な条件

（４） 再生可能エネルギーに関する周辺環境

 居住地区に再生可能エネルギー発電設備が導入されていることへの認知度
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 居住地区に再生可能エネルギー発電設備が導入されていることに対して感じること

 再生可能エネルギー発電設備の導入に期待する効果

 他地区で再生可能エネルギー発電設備が導入される際に重要なこと

（５） 米沢市の地球温暖化対策に関する今後の方針

 「ゼロカーボンシティ宣言」の認知度

 市全体として地球温暖化対策のために重視すべき方向性

（６） 米沢市の地球温暖化対策に関する取組に対する要望やアイデア（自由意見）

４. 調査結果概要

調査結果の概要を以下に示す。なお、詳細な調査結果は、別添資料に整理した。

（１）回答した市民について 

 男性が非常に多く（約 80％）、年齢が高い傾向があった（60代以上の回答者数が全体の約 42％

を占めていた）。

 職業は会社員が、家族構成は親子（二世帯）が非常に多かった。

 居住地区は上郷地区が最も多く、次いで万世地区、南原地区の順であった。田沢地区が非常に

少なかった（約 6％）。

 居住形態は、ほとんどの回答者が戸建住宅であった(約 94％)。

（２）居住地区の資源と課題について 

 居住地区に魅力を感じている市民は少ない傾向があった。一方で、具体的な地域資源として、

「歴史資源」や「自然環境」などが複数挙げられた。

 居住地域の課題として「公共交通の利便性が悪い」及び「冬場の道路等の除雪が十分ではない」

という回答が非常に多かった。

（３）地球温暖化対策への意識や取組状況について 

 ほとんどの市民が、米沢市の気候や季節、動植物が以前と比べて変化していると回答し、これ

らの変化は地球温暖化が要因であると考えていた。

 地球温暖化対策のために自身の行動を変える必要があると考える市民は非常に多かった。

 こまめな消灯や必要時のみのエアコン使用、マイバッグ等の持参といった、日常の中で実施可

能な身近な取組については既に実施しているという回答が多かった。一方で、公共交通の利用

や再生可能エネルギー由来の二酸化炭素の排出量が少ない電気の購入といった家族構成や居

住地区、居住形態が大きく関係する取組や、比較的高額な費用が発生する取組については、回

答者の属性によって実施状況に差が見られた。

 省エネ型給湯器や断熱性能の高い窓ガラス、省エネ型エアコンといった省エネルギー設備の導

入は各家庭で進んでいる一方で、太陽光発電設備やペレットストーブ等の再生可能エネルギー

設備や蓄電池の導入はほとんど進んでいなかった。また、再生可能エネルギー設備の導入を「検

討中」と回答した市民も非常に少なかった。

 地球温暖化対策にさらに取り組むために必要な条件として、ほとんどの市民が「経済的な支援」

を挙げていた。
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（４）再生可能エネルギーに関する周辺環境について 

 居住地区内に再生可能エネルギー発電設備が導入されていることを知らない市民の方が比較

的多かった（約64％）が、導入されていることについて「以前よりエネルギーの分野に関心を

持つようになったと感じる」や「地球温暖化対策に貢献していることを誇らしく感じる」とい

う前向きな回答が非常に多かった。

 居住地区内に再生可能エネルギー発電設備が導入されていることを不安に感じている市民は、

具体的な内容として「情報が十分に周知されていない」ことや「災害により事故が発生する可

能性がある」、「使用後または破損後に設備が適切に破棄されない可能性がある」ことを挙げ

ていた。

 再生可能エネルギー発電設備が導入されたことで、「災害時の非常用電源としての利用」を期

待する回答が多く、一方で「交流人口の増加」を期待する回答が非常に少なかった。

 他地区で再生可能エネルギー発電設備が導入される場合に重要だと考えることとして、「自然

環境への配慮」、「地域住民への説明・合意形成」及び「地域住民へ利益を還元する仕組みの

形成」のいずれの選択肢も重要と考える回答者が多かった。

（５）米沢市の地球温暖化対策に関する今後の方針について 

 米沢市がゼロカーボンシティ宣言を表明したことを知っていると回答した市民は少なかった

（約 34％）。業種や居住地区など、回答者の属性によって回答状況に差が見られた。

 市全体として地球温暖化対策のために重視すべき方向性について、いずれの選択肢にも一定以

上の回答があったが、特に「二酸化炭素実質排出ゼロに向けた活動の浸透」や「森林・里山資

源や歴史資源に配慮した再生可能エネルギー発電設備の導入」、「森林整備による二酸化炭素の

吸収源対策の推進」を回答した人が多かった。

（６）自由意見について 

 米沢市全体として地球温暖化対策を推進するにあたり、「助成金の交付」や「市民への情報提

供」を市に実施してほしいとの要望が非常に多かった。また、「森林整備」や「多様な再生可能

エネルギーの利用」、「エネルギーに関する技術開発の推進」といった米沢市ならではの地域資

源を活用した地球温暖化対策を進めてほしいという意見が多かった。 

 再生可能エネルギー発電設備の導入に対して、賛成する意見が多く存在する一方で、環境面の

課題を指摘する意見や反対する意見も存在した。

（７）総括 

居住地区へ魅力を感じている市民は少ない傾向があったものの、歴史資源や自然環境など様々

な具体的な地域資源について回答があった。一方で、公共交通機関の整備といった地域課題を指摘

する意見が多く、解決すべき地域課題が多く存在していることが明らかとなった。 

地球温暖化によって周辺環境に変化があると感じ、また地球温暖化対策に取り組む必要がある

と感じている市民が非常に多かった。しかし、省エネルギーに関する取組は比較的進んでいる一方

で、再生可能エネルギーの導入に関する取組は進んでいなかった。その主要因として、再生可能エ

ネルギーの導入に関する取組については「比較的高額な費用が発生する」ことや「回答者によって

知識や情報量に差がある」ことが想定された。 



37 

また、居住地区内に再生可能エネルギー発電設備が導入されている（導入される可能性がある）

ことを知らなかった市民が非常に多かったが、導入されていることについて「以前よりエネルギー

の分野に関心を持つようになったと感じる」という前向きな回答が非常に多かった。一方で、不安

に感じるまたは悪影響があるという回答も一定数以上あり、他地区へ再生可能エネルギー発電設

備を導入する際は、「地域住民への説明・合意形成」を始め様々な事項に配慮しつつ、災害時の非

常用電源として利用できるような仕組みを検討する必要があると考えられる。 

今後、米沢市において地球温暖化対策を推進していくためには、行政から市民に対する積極的な

情報発信や助成金の交付等を行うこと、また市民と十分に合意形成を図りながら再生可能エネル

ギーの導入を進めることが重要になると考える。また、単に地球温暖化対策を推進するのではなく、

市内に存在する様々な地域課題を複合的に解決するという観点から、持続可能なまちづくりに取

り組むことが非常に重要となる。 
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（２）事業者アンケート結果 

５. 調査目的

 米沢市における再生可能エネルギーの導入検討にあたり、再生可能エネルギー導入に関する取組

状況や意向を把握することを目的として、市内の事業者を対象にアンケート調査を実施した。 

６. 調査概要

本アンケート調査の概要は下記のとおりである。 

項目 内容 

調査対象 米沢市内に事業所や事務所、工場が所在している事業者 

対象者数 200事業者 

調査期間 令和 4年 7月 29日～令和 4年 8月 17日 

回収数 74事業者（回収率：37％） 

調査方法 
①郵送による配布・回収

②WEBアンケートシステムによる回答

７. 設問項目

（１） 事業所の属性（業種、従業者数及び事業所形態）

（２） 地球温暖化対策への取組状況

 事業活動における「環境対策」の位置づけ

 気候変動による事業所へのリスク

 地球温暖化対策に関する社内制度

 地球温暖化対策を行うための組織

 事業所から排出される温室効果ガス排出量の把握

 地球温暖化対策の取組状況

（３） 再生可能エネルギー発電設備導入に関する取組状況

 再生可能エネルギー発電設備の導入状況・導入意向

 再生可能エネルギー発電設備を導入することで期待する効果

 再生可能エネルギー発電設備を導入するために必要なこと

 再生可能エネルギーの割合が高い電気の購入状況・購入意向

（４） 米沢市の地球温暖化対策に関する今後の方針

 「ゼロカーボンシティ宣言」の認知度

 再生可能エネルギーの導入に関して市と連携して実施できる事業

 市内で再生可能エネルギー導入を進める際に期待する効果

 市からの地球温暖化対策に関するお知らせを希望する媒体

（５） 脱炭素に向けた計画や経営方針など（自由意見）

８. 調査結果概要

調査結果の概要を以下に示す。なお、詳細な調査結果は、別添資料に整理した。
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（１）回答した事業者について 

 今回のアンケート調査では、業種は「建設業・工事・鉱業、製造業」である事業者からの回答

が非常に多かった。

 また、従業者数は「30 人～99人未満」、事業所形態は「工場・倉庫」である事業者からの回答

が多かった。

（２）地球温暖化対策への意識や取組について 

 ほとんどの事業者が環境対策を「社会的責任の一環」として重要と考えており、地球温暖化が

事業経営にリスクを与えると危惧している一方で、環境管理のための社内制度の導入や組織の

設置、事業所から排出される温室効果ガス排出量の把握を実施していなかった。

 消灯や LED照明の導入といった費用が発生しないまたは比較的安価に実施できる省エネルギー

化に関する取組は実施している一方で、省エネ設備やコージェネレーションシステム、電気自

動車やハイブリッド車の導入は進んでいない。特に従業者数によって、取組状況に大きく差が

見られた。

 近年注目されている二酸化炭素排出量を削減するための考え方・取組については、既に実施し

ている事業者は非常に少なかったが、関心がある事業者は約半数以上と多かった。

（３）再生可能エネルギー発電設備の導入について 

 ほとんどの事業者が再生可能エネルギー設備を導入しておらず、また今後も導入する予定はな

いと回答している。もっとも導入されていた再生可能エネルギー発電設備は、「太陽光発電設

備（売電）」であった。

 多くの事業者が再生可能エネルギーの導入により期待することとして、「省エネ・二酸化炭素

排出量削減への貢献」及び「エネルギーコストの削減」を挙げた。

 多くの事業者が再生可能エネルギー発電設備の導入を進めるうえで必要な条件として、「経済

的な支援」や「手続き等の事務的な支援」を挙げた。

 二酸化炭素の排出量が少ない電気を購入している事業者は非常に少なく、現状購入していない

事業者については、「コストが同じか安ければ再生可能エネルギーの割合が高い電気を購入し

たい」と回答した。

（４）米沢市の地球温暖化対策に関する今後の方針について 

 約 55％の事業者がゼロカーボンシティを宣言していたことを知っていた。

 再生可能エネルギー導入に関して市と連携して実施できる取組について、いずれの選択肢にも

回答があったが最も回答数が多かったのは「再生可能エネルギーを導入するために屋根を貸し

出す」であった。オフィス（自社保有）であれば、「再生可能エネルギーを導入するために屋根

を貸し出す」、工場・倉庫であれば「公共施設及び事業所などへの再生可能エネルギー導入に関

する調査・検討」という回答がもっと多いなど、事業所形態等によって、回答状況に差が見ら

れた。

 市内で再生可能エネルギー導入を進めていく際に期待することとして、「地球環境の保全」や

「災害時の安定した電力供給」と回答した事業者が多かった。



40 

 ゼロカーボンシティに関する市からのお知らせを希望する媒体について、最も回答が多かった

のは「米沢市公式ホームページ」であった。

（５）総括 

現状として、事業者として地球温暖化対策に取り組む社会的責任があるという認識がありなが

ら、社内制度の導入や組織の設置といった取組体制を整えられていない事業者が多かった。また、

地球温暖化対策として省エネに関する取組は進んでいるものの、再エネ導入に関する取組はほと

んど進んでいない状況であった。 

今後、米沢市全体でゼロカーボンシティを実現するためには、事業者に対して省エネの取組を推

進するだけではなく、再エネ発電設備の導入や再エネ由来電力の購入を推進することが重要とな

る。そのために、市から事業者に対して助成金の交付や米沢市公式ホームページなどを通した情報

発信を行うことが必要であると考えられる。 
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２．事業者ヒアリング結果 

（１）バイオガス発電事業者 

■日時 2022年 9月 26日（月） 10:30～12:00

■場所 米沢市役所 会議室

■出席者 バイオガス発電事業者

  米沢市 

  国際航業株式会社 

■ヒアリング内容

１. 現状と課題

（１）昨年度の視察内容からの変化について 

バイオマス原料の受け入れ状況及び発電状況や売電状況に大きな変化はない。

バイオマス原料の受け入れ量は、発酵用タンクの容量によって決まる。現在は試行錯誤しなが

ら発電事業を実施しているため、緊急時を想定してタンク容量の半分以下しかバイオマス原料

を受け入れていない。

食品残渣は、当初から変わらず A 社から調達している。A 社は山形県内全域から食品残渣を調

達している。

 例えば食育の一環として、米沢市内学校の給食残渣を調達してバイオマス原料とすること

は検討するのはどうか。（国際航業）

 興味はあるが、市内の事業者の仕事を奪うことにも繋がりかねないため、慎重に検討する

必要があると考える。（発電事業者）

（２）発電副産物の利活用について 

【有機肥料について】 

発がん性物質として知られており、また苦味を感じる原因でもある「硝酸態窒素」の含有量が

非常に少ない。

さらさらとした肥料であり、散布の際など取り扱いが簡単であると農家から好評である。

現在はおおよそ 50 農家に対して有機肥料を提供している。農業従事者だけではなく、家庭菜

園を行っている一般市民にも提供している。

農家間や JA の職員からの口コミで評判が広まり、米沢市内に限らず置賜地域の多くの農家か

ら要望をいただいている。

 現状「クリーンな有機肥料だから」という理由で、有機肥料を使用している農家はいるか。

（国際航業）

 いない。そのような意識は農家の間ではまだまだ浸透していない状況である。（発電事業

者）

農家が発電事業者の有機肥料を使う理由としては、①作物にとって良い肥料であること（作物

が甘く育つ）、②肥料の取り扱いが簡単であること、③他の肥料と比較してにおいが少ないこ

と、が挙げられる。

有機肥料は、使用後のフィードバックをもらうことを条件に無償で提供している。まずは試し
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てもらうことが重要と考えている。 

将来的には、発電事業者として有機肥料を袋詰めし、販売したいと考えている。農業用に加え

て、プランター用に有機肥料を小分けにして販売する予定である。

【有機肥料を使った農作物の販売について】 

有機肥料を使って栽培したアスパラガスの販売を 2022 年春から開始した。来年度以降はさら

に販路を拡大する予定であり、また米沢市のふるさと納税の返礼品にもなる予定である。

プロモーションの一環として、現在山形県立米沢栄養大学の学生と連携してアスパラガスを使

ったレシピを開発中である。レシピは、今後、発電事業者の HP 上で公開し、アスパラガスの

包装箱にも QRコードを記載する予定である。

今後は有機肥料で栽培した農作物をサブスクリプションサービスを使って販売したいと考え

ている。

【液肥について】 

消化液から液肥を生成する実証実験をプラントの脇で行っている。

液肥は、サクランボやぶどう、桃の収穫後に土壌改良を目的として散布する予定である。

液肥は有機肥料と比較して加工が最小限に抑えられるため、価格は安くなると考えている。

液肥は将来的にはホームセンター等で販売する予定である。販売用の液肥は加工が必要となる

ため価格は多少高くなるが、クリーンな液肥であることを PRして販売する予定である。

（３）現在の世界や国の情勢を受けて 

全体的に物価が上昇している一方で、バイオマス原料の調達費は発生しないため助かっている。 

発電設備の部品費が非常に高く、故障時の出費が大きい。

ウクライナ情勢を受けて化学肥料の輸入量が減少しており、国内の有機肥料の価値が上昇して

いる。

農林水産省が公表している「みどりの食料システム戦略」においても「2050年までに化学肥料

の使用量を 30％低減する」という方針が示されており、今後化学肥料から有機肥料への置き換

えが増加すると予想している。

２. 今後の展望

（１）発電事業や売電先について 

現在実施している発電事業をスキームごと展開したい思いはあるが、設備材料費の高騰等によ

り同様のスキームでは事業採算性が合わず、展開することができない状況である。

 行政からの経済的な支援があれば、発電事業の展開が望めるのではないか。（発電事業者）

現状固定価格買取制度（FIT）を活用して売電している電力を非 FITで売電することは、事業採

算性を考慮すると非常に難しいと感じる。特に、自営線等の送電の為の設備整備がハードルが

高いと感じる。

 たとえ FITを活用して売電された電力であっても、東北電力経由で米沢市内に供給されて

いると考えることもできる。表現を工夫することで、エネルギーの地産地消を米沢市内で

推進できるのではないか。（発電事業者）
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 FIT 期間満了後までには、メタンガスをエネルギーとして利用する技術等の開発が進んでいる

と想定しており、FIT期間満了後は発電事業を継続しつつそのような技術を活用した新規事業

に着手したいと考えている。

（２）地域課題の解決に貢献する事業について 

牧場や発電所、農場を訪問する体験ツアーや企業研修を実施したいと考えている。特に子ども

向けに食育という観点から体験ツアーが実施できると良いのではないかと考えている。

現在は無償で施設見学者を受け入れているが、来年度以降は見学者用のパンフレットの作成等

を行い、有償で見学者を受け入れる予定である。

３. 行政に期待すること

既に米沢市と連携して実施している宣伝や PRを今後も継続してほしい。

市内にごみステーションを整備し、収集した生ごみを使ったバイオマス発電を実施して、ごみ

の収集・分別に協力した市民や事業者に電気で還元する仕組みを作れたら良いのではないかと

考えている。ぜひ行政でも検討してほしい。
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（２）風力発電事業者 

■日時 2022年 9月 26日（月） 13:00～14:30 

■場所 米沢市役所 会議室 

■出席者 風力発電事業者 

     米沢市 

     国際航業株式会社 

 

■ヒアリング内容 

１. 現状と課題 

（１）事業実施場所の選定について 

 事業実施場所の条件は、主に以下の 3つであると考える。 

①風況が良いこと 

 環境省や NEDO の風況調査の結果を基に適地を選定した。実際に現地で風況調査を実施する

場合もある。 

 板谷地区は分水嶺であるため、風況が非常に良好であった。 

②特別高圧の送電線が近くにあること 

 発電所の真上に基幹送電網が敷設されていた。 

③設備搬入のための道路が整備されていること 

 道路は自分たちで整備する必要があった。 

 周辺にスキー場跡地があり、道路整備が実施しやすかった。 

 いずれの条件も満たさなければ事業は実施できないが、条件②及び③は費用調達が可能であれ

ばクリアすることができる。ただし、条件③クリアの為の費用は地形に大きく左右されるため、

事業採算性の観点から現実的な場所を選定する必要がある。 

 条件①について、海よりも山の方が一般的に風況は良いが、運搬ルートが確保できず（条件③

がクリアできず）苦慮しているケースが多い。 

 上記 3つの条件のクリア加え、環境アセスメントを実施する必要がある。特に、鳥類・猛禽類

への影響や地形（土砂崩れ等が起こらない場所か）について、調査・検討する必要がある。 

 

（２）事業採算性について 

 事業採算性を考慮して、風車 4基あわせて 7,500kW以下で事業化できる場所を選定した。 

 耐用年数は 15 年である。15 年間はメーカー保証があるが、それ以降の修理等をどうするかが

課題である。現状、国内で風力発電設備を扱うメーカーはない。 

 陸上風力発電による実際の発電量は、想定と比べて±15%程度の誤差がある。太陽光発電による

想定発電量との誤差（±3%程度）と比較すると大きい。その理由として、風況が予測できない

ことが挙げられる。 

 陸上風力発電事業は、事業として成熟している。リスク等も顕在化している状況である。1990

年代から現在も変わらず稼働している風力発電所は存在するが、当時は 1MW未満の小型の風力

が主流であった。 
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（３）合意形成について 

板谷地区の住民との関係は非常に良好である。

自治会に事業収益の一部を支払っている。（今回発電設備を導入したのは国有林である。一般的

には私有林や財産区林で事業を実施する場合が多く、賃料に関する話が複雑化することが多い

が、国有林の場合はそういった話が非常にスムーズであった。）

 1年に 1回程度、地域住民との交流の場を設けている。

当初、発電設備の影響による電波障害（テレビの映りが乱れる等）が懸念されたが、電波障害

が発生したらケーブルテレビを自社負担で整備すると地域住民に説明していた。現状電波障害

は発生していない。

板谷地区は他地区と比較して事業への理解があったため、円滑に事業化まで進んだと感じる。

会社の方針としても、具体的に事業化する際には地域住民に声をかけ、理解が十分に得られな

ければ事業を進めるべきではないと判断している。

（４）事業費の調達について 

 B 金融機関から借入した。金利は他のローンと比較して多少低いかそれほど変わらない程度で

ある。

近年、CO2排出量が多い事業に対して融資しない金融会社が増えてきているように感じる。

（５）地域の課題解決に貢献する事業について 

地域住民を 1名程度雇用している。

米沢市の発電所は環境教育の場として活用されたことはない。

米沢市内の高校や市のイベントなどで、事業内容の説明を行う機会があった。

全国の太陽光発電所では小学生の見学を受け入れる機会がある。

（６）その他 

事業構想段階から事業開始まで約 5年間かかった。

発電設備の部品は海外製であるため、現在円安の影響を受け以前と比較してイニシャルコスト

が 30%程度上昇している状況である。

国や県が示す風力発電事業の適地のうち、実際は 10％程度しか事業化しないと感じる。

事業者による適地の確保は約 7～8 年前に終了しているため、新規に風力発電事業を実施する

ための土地の確保はほとんどできない。現在は適地を確保した各々の事業者が事業化できるか

検討している段階である。

青森県、秋田県及び岩手県は、複数の連系希望事業者が系統増強費用を共同で負担して大規模

な系統工事を実施する「募集プロセス」を実施中であることから、事業化が停止している状況

である。工事完了までの期間、暫定的な接続方法として「ノンファーム型接続」を利用する事

業者が増えている。

２. 今後の展開

（１）売電手法について（エネルギーの地産地消について） 

現状 FIT制度で売電している電力を米沢市内に供給することは、事業採算性の観点から難しい。
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しかし、電力はどこに売電しても同じと考えており、経済的なメリットがあるならば例えば新

電力会社に売電することも検討可能である。 

 経済的なメリットとして、例えば発電所から近い地域に供給する際は託送費用が安くなる

などがあれば良い。

今後新規発電事業を実施する際に FIT制度を活用するのは、木質バイオマス発電のみと考えて

いる。太陽光や風力発電は FIT制度の活用を想定していない。

 FIT 制度を活用するとなると、「どこに」供給するのか需要家を想定して事業の規模を考

慮する必要があると考えている。

（２）新規事業について 

目新しい新規事業を実施する予定はない。不動産会社としての強みである「経済的なリスクを

抑える技術」を活かして今後も事業を展開したい。

電気は今後も価値を失うことがないと考えている。この考えを前提に今後の事業展開を考えた

い。

木質バイオマス発電事業を実施したいと考えている。林業従事者が不足しており材の確保が難

しいといった課題はあるが、日本の豊富な資源である森林を有効活用するという観点から今後

事業化を検討したい。

 林業従事者の育成という観点から、現在は林業会社への出資を行っている。

地域へ還元する事業として、発電事業者としてではなく不動産会社として、土地の価値を利用

した事業を展開できると良いと考えている。
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（３）小水力発電事業者及び建設コンサルタント事業者 

■日時 2022年 9月 27日（火） 10:00～11:00

■場所 米沢市役所 会議室

■出席者 小水力発電事業者及び建設コンサルタント事業者

  米沢市 

  国際航業株式会社 

■ヒアリング内容

１. 現状と課題

（１）事業実施の背景 

小水力発電事業者と建設コンサルタント事業者で JV を組成し、岐阜県中津川市で小水力発電

事業を実施しており、次の事業実施場所を検討していたなかで、米沢市が候補にあがった。

（２）事業実施場所の選定について 

ポテンシャル量を机上で検討した後に現地調査を行い、事業実施場所を決定した。

事業実施可能かどうかを判断するポイントは以下の 3つである。

①普通河川であること。

②系統の空き容量があること。

③道路に接していること。

農業用水路を活用できると、事業者及び地元住民の双方にとってメリットがある。

事業者 ：既存の水路を活用することでイニシャルコストが低減する。 

地元住民：それまで無償で維持管理を行っていたものが有償となる。（雇用が生まれる。） 

（３）事業採算性について 

設備導入費用が高いため、事業採算性が比較的悪いことが課題である。太陽光発電とは異な

り、（中小）水力発電は以前と比較しても設備導入費用が低下していない。

本事業の場合は、米沢市より地元業者の紹介を受けたことで、比較的安価に実施することがで

きた。

（４）合意形成について 

地元業者の意見を聞く機会があった。特に地方部においては、円滑な合意形成のために地元

業者との意見交換は必要不可欠であると考える。

設備導入前から現在にかけて、年に数回程度地元住民との意見交換会を実施している。

（中小）水力発電は、大規模太陽光発電や風力発電と比較して開発する面積が小さいため、

合意形成が円滑に進む場合が多いと感じる。

本事業ではなかったが、漁業協同組合が反対するケースもある。

（５）地域の課題解決に貢献する事業について 
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農業用水路の維持管理を地元の農業従事者に委託している。

主に自治体や事業者からの視察を受け入れている。

（６）その他 

事業構想段階から事業開始まで 3～4年間かかった。

 REPOS による再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップは、事業採算性が考慮されていない

ため、実際に事業実施可能な場所と異なっていることがほとんどである。

降雪により冬季の発電量が減少することはないが、発電設備を確認できないこと（通常は 1回

/週で確認しているが、冬季は全く確認に行くことができない）や雪の荷重で壊れた設備を修

理する必要があることなどの課題がある。一方で、春先の発電量が雪溶け水により増加すると

いうメリットがある。

想定外の課題として、集中豪雨による越流が挙げられる。追加でメンテナンスが必要となった。 

２. 今後の展開

（１）エネルギーの地産地消について 

イニシャルコストが高価な（中小）水力発電においては非 FITで事業スキームを確立させる

ことが難しいと考えている。事業採算性が合うのであれば非 FITも検討したい。

（中小）水力発電のオフサイト PPAも技術的には実施可能であるが、事業採算性を考慮すると

事業化できないのではないかと考える。

補助金制度を活用すれば、非 FITで直接市内の需要家に電力を供給するスキームを検討するこ

とも可能であると考えられる。

（２）米沢市と連携できることについて 

米沢市内の系統の空き容量は多く、河川の落差など現地で確認が必要な項目はあるが、追加

で（中小）水力発電事業を実施できるか検討するのも良いと考える。同じエリア内で（中小）

水力発電事業を複数実施することは、管理の一元化ができるなどのメリットがある。

公共交通の改善など、地域の課題解決に貢献する事業を提案したいと考えている。

（３）米沢市に期待することについて 

今後新たな発電事業の実施を検討する際は、地元業者やキーパーソン、公用地の情報などを市

から提供してほしい。

米沢市は再生可能エネルギーポテンシャル量が非常に大きいため、都市部に売電できるスキー

ムがあると良いのではないかと考える。

（４）その他 

現状は自社出資であるため ESG投資を実施したことはないが、今後は機会があれば検討したい。

企業の社会的責任であると感じている。

米沢市の小売電気事業者と意見交換を実施したことがある。特にまちづくりに関する事業を連

携して実施できると良いのではないかと考えている。

強酸性の水を小水力発電に活用することは可能か。米沢市内には強酸性の水が安定的に湧いて
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いる場所がある。（市） 

→酸が設備機器に影響を与えることが予想されるが、検討することは可能である。
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（４）水素利活用検討事業者 

■日時 2022年 12月 14日（水） 13:00～14:00

■場所 WEBにて実施

■出席者 水素利活用検討事業者

米沢市 

国際航業 

■ヒアリング内容

１. 現状と課題

（１）水素利活用技術の導入の経緯 

・山形県の冬季の降雪を踏まえると、太陽光発電や風力発電だけでは脱炭素社会の実現は難し

く、また木質バイオマス発電も材の安定供給という課題があることから、水素の利活用を検

討する運びとなった。

・山形県と連携して水素利活用技術を検討中である。

（２）水素利活用方法に関する現状の構想 

・水素の調達先は、宮城県富谷市や福島県浪江町を想定している。また、水素を安価に調達で

きるような仕組みを国が検討中と聞いており、そのような仕組みが実現される場合は岩谷産

業(株)からの購入も検討したい。

・飯坂温泉周辺に水素ステーションが導入される予定であり、その流れで本市にも追加で水素

ステーションを導入できると良いと考えている。

・MIRAI の第一世代（中古車）を導入したいと考えている。まずは市民に水素自動車が走って

いる光景をアピールしたい。また、米沢市内を走行できる小型の水素バスを導入できると良

いと考えている。

（３）水素利活用に係る課題 

・イニシャルコスト及びランニングコストが高額であることが課題であるが、水素ステーショ

ンの導入を検討する際には、以下の方法でコストを低減したいと考えている。

イニシャルコスト：国・県・自治体の３者で負担、企業版ふるさと納税の活用を検討

ランニングコスト：検討事業者の運用

（燃料自動車利用時に限っては水素調達に関して国から補助金が出る） 

・ランニングコストの低減に関して、し尿処理にかかる費用の一部を水素の利活用にかかる費

用に充当できないか。どちらも費用は大きく変わらないと想定する。

・どのように水素利活用を普及させていくかが課題である。道の駅米沢にトラックが滞留する

ことを想定してロジスティックセンターを併設することなどで、水素の普及を図りたいと考

えている。

・水素関係のインフラ整備は需要と供給のバランスを踏まえて進める必要があり、非常に難し

いと感じている。
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・どのように水素を活用するかについて検討する必要がある。水素利活用には親和性があり、

例えば公共交通であれば時間に融通が利く交通、交通だけでは足りないのでバックアップ電

源としての水素、など様々な視点で検討する必要がある。 

 ・水素の安全性の周知（ユーザーの意識の変化）が必要である。 

 ・現状は市場が小さいため資金調達にも工夫が必要である。 

・技術面での課題は少ないと考えている。取り扱いについてもガソリンとほとんど変わりな

く、特に問題はない。 

  

２. 今後の展開  

 ・夏季に発電したエネルギーを水素を使って貯蓄し、冬季の電気として使用することを検討し

てはどうか。（市） 

  →蓄電よりも水素の方がエネルギーの長期的な備蓄は可能と考えている。効率は悪いかもし

れないが、研究機関等と連携しながら検討できれば良いと考える。 

  →水素を生成する際に熱も発生するので、融雪等に使えると良い。（国際航業） 

・トラック協会と連携し、水素ステーションの導入と併せてトラック倉庫の拡大を検討したい

と考えている。また、インターチェンジ付近に新規施設の整備等の要望があるため、そちら

への水素ステーションの導入も検討している。（市） 

・水素の圧縮に時間がかかることや水素ステーションは定期的な点検が必要であることから、

需要が増えれば追加で水素ステーションを導入することも必要となると考えている。 

・プロパンガスから水素への転換も検討すると良いと考える。（市） 

 →米沢市は熱需要が大きいため、脱炭素に貢献する取組になると考える。（国際航業） 

・北海道鹿追町で家畜排せつ物を使って水素を取り出す実証実験が行われている。米沢市でも

検討可能なのではないか。 

  →本市の区域内の事業者は家畜排せつ物を使った水素の取り出しに関する実証実験を考えて

いると聞いている。市として協力したいと考えている。（市） 

  →家畜排せつ物から水素を取り出さなくても、バイオガス発電の余剰電力で水の電気分解を

行い水素を取り出すことも検討できるのではないか。 

・地域間連携を意識すると水素利活用の幅が広がるのではないか。 
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第４章 脱炭素シナリオにおける CO2排出量及び再生可能エネルギー導入 

 目標量 

１．脱炭素シナリオの考え方 

（１）カーボンニュートラル達成に必要な施策 

環境省が公表する「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係

る参考資料 ver1.0」において、要因分解法による現状すう勢ケースの将来推計手法が示されてい

る。脱炭素に向けた対策として、まずは徹底した省エネなどによってエネルギー消費量を減らす

こと（①エネルギー消費量の削減）が重要となる。その次に、再エネの導入などによって、エネ

ルギー消費原単位当たりの CO2を減らすこと（②エネルギーの脱炭素化）が必要となる。また、

熱や電気として利用されているエネルギーの種類を変えて（③利用エネルギーの転換）、②を講

じることで CO2排出量を減らすことを検討することも考えられる。 

これらの施策を講じた上で、市内に残る CO2排出量（残余排出量）については、森林吸収量な

ど（④吸収源・オフセット対策）によって相殺することで、脱炭素の達成を目指す。 

出典：環境省「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料 Ver. 1.0」 

図 ４-１ 脱炭素シナリオの考え方 

（２）CO2排出量削減の目標設定のフロー 

図 ４-２に示すフローに基づき、2030年度及び 2050年度の省エネルギー推進目標、再生可能

エネルギー導入目標量、森林吸収量及び脱炭素シナリオにおける将来の CO2排出量を推計した。

なお、脱炭素シナリオを検討するにあたっては、BAU（現状すう勢）シナリオの案 3’を採用す

ることとした。 
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図 ４-２ 再エネ導入目標設定のフロー 
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B
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脱炭素シナリオ
（省エネ推進のみ）

D
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手順④
脱炭素シナリオにおける
省エネ推進後の
エネルギー需要量の推計
（第４章）

手順⑤
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すう勢による削減量
省エネ推進による
CO2削減目標量

再エネ導入による
CO2削減目標量

手順⑦
脱炭素シナリオにおける
再エネ導入後の
将来CO2排出量の推計
（第４章）

手順⑥
脱炭素シナリオにおける
再エネ導入後の
エネルギー需要量の推計
（第４章）

森林吸収量（第4章）を
踏まえた

再エネ導入量の設定

各部門の省エネ目標設定
産業部門
・省エネ法に基づく削減
業務その他部門
・ZEBの普及
家庭部門
・ZEHの普及
運輸部門
・次世代自動車のシェア

再エネ導入目標設定
電力
・太陽光発電
・水力発電
・風力発電
・木質バイオマス発電
・家畜排せつ物バイオガ
ス発電

熱
・薪ストーブ・木質ボイラー
・地中熱
・太陽熱
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２．省エネルギー推進による削減目標量 

（１）省エネ目標設定の手法 

各部門の 2030年及び 2050年時点の省エネルギーの削減目標を設定した。省エネルギーによる

削減効果は、要因分解法を用いて計算した。 

出典：環境省「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料 Ver1.0」 

図 ４-３ 要因分解による CO2排出量の推計式 

表 ４-１ 2019年度時点のエネルギー消費原単位及び炭素集約度等の設定（再掲） 

部門・分野 ① ② ③ ②÷① ③÷②

活動量 

エネ

ルギー

消費量

CO2 

排出量 エネルギー

消費原単位

炭素 

集約度 

（TJ） （千 t-CO2） （kg-CO2/MJ）

産

業

部

門 

製造業 
製造品 

出荷額 
(万円) 58,653,728 4,587 314.3 0.0078 (MJ/円) 0.069 

建設業・ 

鉱業 
従業者数 (人) 2,874 89 6.0 30,886 (MJ/人) 0.067 

農林 

水産業 
従業者数 (人) 274 171 11.8 625,256 (MJ/人) 0.069 

民

生

部

門 

業務その 

他部門 
従業者数 (人) 31,493 1,691 119.5 53,690 (MJ/人) 0.071 

家庭 

部門 
世帯数 (世帯) 32,914 2,069 137.2 62,873 (MJ/世帯) 0.066 

運

輸

部

門 

旅客 

自動車 

自動車 

保有台数 
(台) 52,340 1,228 83.3 23,462 (MJ/台) 0.068 

貨物 

自動車 

自動車 

保有台数 
(台) 12,084 846 58.1 70,015 (MJ/台) 0.069 

鉄道 
住民基本 

台帳人口 
(人) 79,878 93 5.0 1,166 (MJ/人) 0.053 

船舶 
入港船舶 

総トン数 
(トン) 0 0 0 (MJ/トン) 

すう勢により変化 2019年の値（固定） 

米沢市の
排出量

2019年度時点の
活動量

[個々の単位]

各将来年度の
想定活動量

[個々の単位] 2019年度時点の
エネルギー消費量

[TJ]

各将来年度の
想定エネルギー消費量

[TJ]
各年度の
CO2排出量
[千t-CO2]

＝ × ×

2019年度時点の
CO2排出量
[千t-CO2]

2019年度時点の
活動量

[個々の単位]

各将来年度の
想定活動量
[個々の単位]

各将来年度の
想定エネルギー消費量

[TJ]各年度の
CO2排出量
[千t-CO2]

＝ × ×

2019年度時点の
CO2排出量
[千t-CO2]

2019年度時点の
エネルギー消費量

[TJ]

活動量の変化率 エネルギー消費量の変化率
×省エネ化による削減 この部分の計算
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① 産業部門 

産業部門の削減目標は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する

法律（以下、「省エネ法」とする。）の目標を基に設定する方法を採用した。 

 

 

 

 

出典：環境省「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料 Ver1.0」 

図 ４-４ 省エネ法に基づく削減効果の計算式 

 
 

表 ４-２ 省エネ法に基づく削減効果の削減率の設定 

年度 変化率 削減率 

2019年度（基準） 100％ 0％ 

2030年度 90％ -10.5％ 

2050年度 73％ -26.8％ 

 

（参考）その他の取組例 

◆発電効果の改善 

◆省エネ設備の導入更新 

◆熱の有効活用 

◆動力系の高効率化 

◆省エネ型の重機・農機の導入 

 

  

■削減目標 

・エネルギー消費原単位を年平均 1％以上低減するとみなした削減量を設定 
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② 業務部門

業務部門の削減目標は、ZEB の普及の想定を基に設定する方法を採用した。 

図 ４-５ ZEBの定義 

出典：環境省「ZEB PORTAL」 

出典：環境省「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料 Ver1.0」 

図 ４-６ ZEB普及率に基づく削減効果の計算式 

ZEB の普及の想定に基づき試算した業務部門の削減効果を、以下に示す。 

表 ４-３ ZEB 普及率に基づく削減効果の削減率の設定 

年度 ZEBの普及率 変化率 削減率 

2019年度（基準） 0％ 100％ 0％ 

2030年度 8％ 98％ -2％

2050年度 50％ 87.5％ -12.5％

（参考）その他の取組例 

◆新築建物の ZEB 化

◆高効率設備の導入

◆エネルギーマネージメントシステムの導入

◆省エネ診断によるエネルギー対策

◆省エネ行動

◆COOL CHOICEの推進

■削減目標

・従来の建築物が ZEB に置き換わる（既存建築物の改修及び新築建替え）ことで

25％の省エネになるとみなした削減量を設定
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③ 家庭部門

家庭部門の削減目標は、省エネ住宅普及の想定を基に設定する方法を採用した。 

図 ４-７ 住宅の省エネランク 

出典：省エネ住宅消費者普及ワーキンググループ「なるほど省エネ住宅」 

出典：環境省「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料 Ver1.0」 

図 ４-８ ZEHの普及率に基づく削減効果の計算式 

■削減目標

・住宅が ZEH 基準の住宅で建設されることで 20％の省エネになるとみなした削減量を設定
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ZEH の普及の想定を基に試算した家庭部門の削減効果を、以下に示す。 

表 ４-４ ZEH 普及率に基づく削減効果の削減率の設定 

年度 省エネ住宅の普及率 変化率 削減率 

2019年度（基準） 0％ 100％ 0％ 

2030年度 10％ 98％ -2％

2050年度 70％ 86％ -14％

（参考）その他の取組例 

◆高効率家電への更新

◆断熱改修

◆高効率給湯器の導入

◆スマートメーターの導入

◆省エネ行動の推進
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④ 運輸部門

運輸部門の削減目標は、次世代自動車の普及率の想定を基に、旅客自動車分野及び貨物自動車

分野それぞれで設定する方法を採用した。 

出典：環境省「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料 Ver1.0」 

図 ４-９ 次世代自動車の普及率の想定に基づく削減効果の計算式 

a. 旅客自動車分野

表 ４-５ 乗用車のエネルギー効率の設定 

乗用車 2019年度 2030年度 2040年度 2050年度 

石油（内燃機関自動車） 1 1.3 1.4 1.5 

電力（電気自動車） 4 4 4.5 5 

水素（燃料電池自動車） 2 2 2 2 

表 ４-６ 乗用車の普及率の設定 

乗用車 2019年度 2030年度 2040年度 2050年度 

石油（内燃機関自動車） 99.7％ 94.5％ 45％ 5％ 

電力（電気自動車） 0.3％ 5％ 50％ 85％ 

水素（燃料電池自動車） 0％ 0.5％ 5％ 10％ 

■削減目標

・次世代自動車の普及率が増加すると想定した削減量を設定
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表 ４-７ （参考）想定の乗用車の保有台数 

乗用車 2019年度 2030年度 2040年度 2050年度 

石油（内燃機関自動車） 52,183 41,757 17,193 1,623 

電力（電気自動車） 157 2,209 19,103 27,594 

水素（燃料電池自動車） 0 221 1,910 3,246 

※ 現状すう勢で推計した米沢市の将来の自動車保有台数に対し、上記の乗用車の普及率を乗

じることで、想定の保有台数を推計した

各年度において、車種別の普及率（表 ４-６）にエネルギー効率（表 ４-５）を乗じて合計す

ることで、旅客自動車の平均エネルギー効率及び削減効果を試算した。試算結果を以下に示す。

なお、2019 年度のエネルギー効率は 2018年度と変化がないと想定して試算した。 

表 ４-８ 乗用車の削減率 

年度 平均エネルギー効率 変化率 削減率 

2019年度（基準） 1.009 100％ 0％ 

2030年度 1.439 70％ -30％

2040年度 2.980 34％ -66％

2050年度 4.525 22％ -78％

b. 貨物自動車分野

表 ４-９ 貨物車のエネルギー効率の設定 

乗用車 2019年度 2030年度 2040年度 2050年度 

石油（内燃機関自動車） 1 1.1 1.15 1.2 

電力（電気自動車） 2 2 2.5 3 

水素（燃料電池自動車） 2 2 2 2 

表 ４-１０ 貨物車の普及率の設定 

乗用車 2019年度 2030年度 2040年度 2050年度 

石油（内燃機関自動車） 99.9％ 96.8％ 45％ 5％ 

電力（電気自動車） 0％ 3％ 50％ 85％ 

水素（燃料電池自動車） 0.1％ 0.2％ 5％ 10％ 
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表 ４-１１ （参考）想定の貨物車の保有台数 

乗用車 2019年度 2030年度 2040年度 2050年度 

石油（内燃機関自動車） 12,072 11,725 5,230 557 

電力（電気自動車） 0 363 5,811 9,461 

水素（燃料電池自動車） 12 24 581 1,113 

※ 現状すう勢で推計した米沢市の将来の自動車保有台数に対し、上記の貨物車の普及率を乗

じることで、想定の保有台数を推計した

各年度において、車種別の普及率（表 ４-１０）にエネルギー効率（表 ４-９）を乗じて合計

することで、貨物自動車の平均エネルギー効率及び削減効果を試算した。試算結果を以下に示

す。なお、2019 年度のエネルギー効率は 2018年度と変化がないと想定して試算した。 

表 ４-１２ 貨物車の削減率 

年度 平均エネルギー効率 変化率 削減率 

2019年度（基準） 1.001 100％ 0％ 

2030年度 1.129 89％ -11％

2040年度 1.868 54％ -46％

2050年度 2.810 36％ -64％
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（２）省エネ推進による削減効果 

上記の（1）から（4）の省エネの推進による CO2排出量の削減効果を表 ４-１３に示す。ま

た、省エネの推進による CO2排出量の推移を表 ４-１４に示す。ただし、人口等の活動量の減少

による CO2排出量の減少も加味されていることに注意が必要である。 

表 ４-１３ 各部門の削減効果 

部門 項目 2030年度削減率 2050年度削減率 

産業部門 省エネ法の目標を基にした削減量 -10.5％ -26.8％

業務部門 ZEBの普及を想定した削減量 -2％ -12.5％

家庭部門 新築の ZEH化を想定した削減量 -2％ -14％

運輸部門 
乗用車のシェア率による削減量 -30％ -78％

貨物車のシェア率による削減量 -11％ -64％

表 ４-１４ 省エネ推進による CO2排出量の推移 

部門・分野 
2013年度 2019 年度 2030 年度 2050 年度 

［千 t-CO2］ ［千 t-CO2］ ［千 t-CO2］ ［千 t-CO2］ 

産業 

部門 

製造業 439.0 314.3 227.3 187.2 

建設業・鉱業 6.9 6.0 4.2 2.2 

農林水産業 13.6 11.8 4.9 1.1 

民生 

部門 

業務 

その他部門 
162.9 119.5 110.2 89.1 

家庭部門 191.9 137.2 117.6 80.1 

運輸 

旅客自動車 94.7 83.3 41.6 7.1 

貨物自動車 64.1 58.1 51.8 17.6 

鉄道 6.6 5.0 3.7 1.6 

船舶 0.0 0.0 0.0 0.0 

一般廃棄物 8.7 12.0 2.1 2.3 

合計 988.5 747.2 563.5 388.2 

2013年度比 
- -241.3 -425.1 -600

- -24% -43% -61%
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３．再生可能エネルギーの導入目標 

（１）再生可能エネルギー導入目標設定の手法 

再生可能エネルギー導入ポテンシャルの推計結果から、2030 年及び 2050年における再生可能エ

ネルギーの導入目標量を推計した。

なお、雪氷熱利用について、導入ポテンシャルは存在したものの、その他の再生可能エネルギー

と比較して導入事例が少なく他分野への応用が進んでいないことや、設備導入費用等が高価であ

ることから、再生可能エネルギー導入目標の数値を設定していない。本市においては、数値目標は

設定せず、他自治体の事例等を参考にモデル的な取組の実施を検討することとする。 

表 ４-１５ 再生可能エネルギー導入ポテンシャル量 

再生可能エネルギー 
再生可能エネルギー導入ポテンシャル 

MW MWh/年 TJ/年 

電気 

太陽光（建物系） 460 560,477 2,018 

官公庁 6 7,667 28 

病院 3 3,961 14 

学校 12 14,695 53 

戸建住宅等 110 134,214 483 

集合住宅 3 3,615 13 

工場・倉庫 33 39,744 143 

その他建物等 291 353,712 1,273 

鉄道駅 2 2,016 7 

太陽光（土地系） 840 1,023,333 3,684 

最終処分場 11 13,718 49 

耕地（田） 625 760,545 2,738 

耕地（畑） 142 172,149 620 

荒廃農地（再生利用可能） 10 11,842 43 

荒廃農地（再生利用困難） 50 61,015 220 

ため池 2 1,776 6 

陸上風力 777 2,128,065 7,661 

水力 44 253,341 912 

木質バイオマス 1 578 2 

家畜排せつ物バイオガス 2 3,659 13 

FIT 48 94,602 341 

小計 2,172 4,064,056 14,631 

熱 

薪ストーブ・木質ボイラー － － 7.3 

太陽熱 － － 458 

地中熱 － － 6,189 

小計 － － 6,653 

合計 2,172 4,064,056 21,284 
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また、再生可能エネルギー導入目標量の想定規模を、表 ４-１６に基づき算定した。 

表 ４-１６ 再生可能エネルギー導入目標量の想定規模の算定方法 

再生可能エネルギー 内容 

電気 

太陽光（建物系） 住宅 5kW、公共施設 30kW～50kW、商業施設・工場等 20～50kW と想定 

太陽光 

（土地系） 

農地、耕作放棄地ともに、0.06kW/m2と想定（市内のソーラーシェアリ

ングの事例より）

市内農地面積：3,793,540,000m
2
、耕作放棄地：1,257,900m2（農林業セ

ンサス 2015、2020より）

陸上風力 1,800kW/基と想定（市内の風力発電の事例より） 

水力 
小水力発電 198kW/件、大規模小水力発電 798kW と想定（市内の水力発電

の事例より） 

木質バイオマス 

小規模木質バイオマス発電設備 165kW/件と想定（一般社団法人日本木質

バイオマスエネルギー協会「小規模木質バイオマス発電利用導入ガイド

ブック」より） 

家畜排せつ物 

バイオガス 
370kW/件と想定（市内の家畜排せつ物バイオガス発電の事例より） 

FIT メガソーラー2,000kW/件と想定

熱 

薪ストーブ・ 

木質ボイラー 

家庭用薪ストーブの導入により 0.47TJ/件、農業用木質ボイラーの導入

により 0.47TJ/件、業務用木質ボイラーの導入により 0.95TJ/件 削減さ

れると想定（林野庁「木質バイオマス熱利用・熱供給事例集」等より」 

太陽熱 
太陽熱給湯設備導入により、0.008TJ/件 削減されると想定 

（一般社団法人ソーラーシステム振興協会より） 

地中熱 

地中熱空調設備、給湯設備の導入により、家庭用 0.025TJ/件、業務用

0.023TJ/件 削減されると想定 

（環境省水・大気環境局「地中熱利用にあたってのガイドライン」よ

り） 
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（２）再生可能エネルギー導入目標量 

2030年度及び 2050年度の再生可能エネルギー導入目標量を、以下のとおり設定した。 

① 2030年度の再生可能エネルギー導入目標量

2030年度に向けては、現状既に技術開発が進んでおり、他の再生可能エネルギーと比較

して導入が比較的容易である、太陽光発電設備の積極的な導入を目指す。特に、官公庁及

び学校施設への太陽光発電設備の導入は、再生可能エネルギー導入ポテンシャルに対して

50％と、他施設や土地と比較して大きな目標を設定し、行政の率先行動として積極的に推

進する。なお、建物の屋根上へ導入する場合は建物内での自家消費を想定し、耕地や荒廃

農地へ導入する場合は営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）等を検討するなど、土

地利用を妨げないものとする。 

また、本市においては、既に陸上風力発電設備や水力発電設備、家畜排せつ物バイオガ

ス発電設備が稼働していることから、これらのモデル的な事業を参考としながら導入を推

進する。再生可能エネルギー熱利用については、家庭や事業所、農業施設への薪ストー

ブ・木質ボイラー等の導入や、給湯・空調設備として太陽熱や地中熱の導入を推進する。 

表 ４-１７ 2030年度再生可能エネルギー導入目標量 

再生可能エネルギー 
導入 

割合 

導入目標量 

MW MWh/年 TJ/年 

電気 

太陽光（建物系） － 29 35,181 127 

官公庁 50% 3 3,834 14 

病院 30% 1 1,188 4 

学校 50% 6 7,347 26 

戸建住宅等 5% 6 6,711 24 

集合住宅 1% 0.03 36 0 

工場・倉庫 30% 10 11,923 43 

その他建物等 1% 3 3,537 13 

鉄道駅 30% 0.5 605 2 

太陽光（土地系） － 14 16,012 58 

最終処分場 0% 0 0 0 

耕地（田） 1% 6 7,330 26 

耕地（畑） 1% 1 1,659 6 

荒廃農地（再生利用可能） 10% 1 1,141 4 

荒廃農地（再生利用困難） 10% 5 5,881 21 

ため池 0% 0 0 0 

陸上風力 0.3% 2 6,384 23 

水力 5% 2 12,667 46 

木質バイオマス 10% 0.1 58 0.2 

家畜排せつ物バイオガス 30% 1 1,098 4 

FIT 20% 10 18,920 68 

小計 － 57 90,320 325 

熱 

薪ストーブ・木質ボイラー － － － 115 

太陽熱 19% － － 85 

地中熱 1% － － 58 

小計 － － － 258 

合計 － 57 90,320 583 
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表 ４-１８ 2030 年度再生可能エネルギー導入目標量の規模感 

再生可能エネルギー 
導入目標量 

MW MWh/年 TJ/年 想定規模 

電気 

太陽光（建物系） 29 35,181 127 
住宅 1,100戸、公共施設 70施設、 

商業施設・工場等 570施設 

太陽光（土地系） 14 16,012 58 

農地 14万 m2（市内農地のうち 0.01%

以下）、耕作放棄地 11万 m2（市内耕

作放棄地のうち 8%） 

陸上風力 2 6,384 23 風車 1基 

水力 2 12,667 46 
小水力発電 11施設（または大規模水

力発電 3施設） 

木質バイオマス 0.1 58 0.2 小規模木質バイオマス発電 1施設 

家畜排せつ物バイオガス 1 1,098 4 市内の既存の発電施設 3施設分 

FIT 10 18,920 68 メガソーラー（2,000kW）発電所 5施設 

小計 57 90,320 325 － 

熱 

薪ストーブ・木質ボイラー － － 115 
家庭用 220 件、農業用 10件、 

業務用 5件 

太陽熱 － － 85 （給湯設備）家庭用 11,000件 

地中熱 － － 58 
（空調設備または給湯設備）家庭用

1,100件、業務用 1,300件 

小計 － － 258 － 

合計 57 90,320 583 － 

設備利用率を次のように設定した。
　太陽光（10kw未満）：13.7％
　太陽光（10kw以上）：15.1％
陸上風力：20％
水力：60％
バイオマス：80％
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② 2050年度の再生可能エネルギー導入目標量

2050年度に向けては、将来的な技術開発を想定し、太陽光発電設備の最大限の導入に加

え、それ以外の再生可能エネルギーについても積極的な導入を推進する。 

太陽光発電設備は、建物の屋根上への導入を基本とする。土地へ導入する際は、未利用

地の有効活用や農業の活性化と合わせて検討する。なお、2030年度と同様に、太陽光発電

設備を建物の屋根上へ導入する場合は建物内での自家消費を想定し、耕地や荒廃農地へ導

入する場合は営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）等を検討するなど、土地利用を

妨げないものとする。 

木質バイオマス発電及び家畜排せつ物バイオガス発電については、発電のための材料の

供給体制の整備等と並行して推進する。また、現在市内の FIT認定設備で発電している電

力を市内の施設に供給する体制を構築し、エネルギーの地産地消 100％を目指す。 

表 ４-１９ 2050年度の再生可能エネルギー導入目標量 

再生可能エネルギー 
導入 

割合 

導入目標量 

MW MWh/年 TJ/年 

電気 

太陽光（建物系） － 402 488,881 1,760 

官公庁 100% 6 7,667 28 

病院 100% 3 3,961 14 

学校 100% 12 14,695 53 

戸建住宅等 100% 110 134,214 483 

集合住宅 100% 3 3,615 13 

工場・倉庫 100% 33 39,744 143 

その他建物等 80% 233 282,970 1,019 

鉄道駅 100% 2 2,016 7 

太陽光（土地系） － 78 94,251 339 

最終処分場 0% 0 0 0 

耕地（田） 8% 50 60,844 219 

耕地（畑） 8% 11 13,772 50 

荒廃農地（再生利用可能） 25% 2 2,961 11 

荒廃農地（再生利用困難） 25% 13 15,254 55 

ため池 80% 1 1,421 5 

陸上風力 10% 78 212,807 766 

水力 50% 22 126,671 456 

木質バイオマス 70% 0.4 405 1 

家畜排せつ物バイオガス 70% 1 2,561 9 

FIT 100% 48 94,602 341 

小計 － 629 1,020,177.3 3,672.6 

熱 

薪ストーブ・木質ボイラー － － － 496 

太陽熱 26% － － 120 

地中熱 5% － － 319 

小計 － － － 935 

合計 － 629 1,020,177 4,608 
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表 ４-２０ 2050 年度再生可能エネルギー導入目標量の規模感 

再生可能エネルギー 
導入目標量 

MW MWh/年 TJ/年 想定規模 

電気 

太陽光（建物系） 402 488,881 1,760 
住宅 22,000戸、公共施設 140施設、 

商業施設・工場等 16,000施設 

太陽光（土地系） 78 94,251 339 

農地 110万 m2（市内農地のうち

0.03%）、耕作放棄地 27万 m2（市内耕

作放棄地のうち 21%） 

陸上風力 78 212,807 766 風車 31基 

水力 22 126,671 456 
小水力発電 112施設（または大規模

水力発電 28施設） 

木質バイオマス 0.4 405 1 小規模木質バイオマス発電 2施設 

家畜排せつ物バイオガス 1 2,561 9 市内の既存の発電施設 8施設分 

FIT 48 94,602 341 メガソーラー（2,000kW）発電所24施設 

小計 629 1,020,177 3,672.6 － 

熱 

薪ストーブ・木質ボイラー － － 496 
家庭用 1,020件、農業用 30件、 

業務用 20件 

太陽熱 － － 120 （給湯設備）家庭用 16,000件 

地中熱 － － 319 
（空調設備または給湯設備）家庭用

6,000件、業務用 7,000件 

小計 － － 935 － 

合計 629 1,020,177 4,608 － 
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（３）再生可能エネルギー導入による削減効果 

（２）の再生可能エネルギー導入による CO2排出量の推移を以下に示す。ただし、人口等の減少

による CO2排出量の減少も加味されていることに注意が必要である。 

表 ４-２１ 再生可能エネルギー導入による CO2排出量の推移 

部門・分野 
2013年度 2019年度 2030年度 2050年度 

［千 t-CO2］ ［千 t-CO2］ ［千 t-CO2］ ［千 t-CO2］ 

産業 

部門 

製造業 439.0 314.3 270.9 157.6 

建設業・鉱業 6.9 6.0 5.3 3.5 

農林水産業 13.6 11.8 7.2 3.0 

民生 

部門 

業務 

その他部門 
162.9 119.5 107.1 26.7 

家庭部門 191.9 137.2 111.9 40.4 

運輸 

旅客自動車 94.7 83.3 70.3 51.7 

貨物自動車 64.1 58.1 58.3 53.6 

鉄道 6.6 5.0 4.4 1.8 

船舶 0.0 0.0 0.0 0.0 

一般廃棄物 8.7 12.0 10.8 9.9 

合計 988.5 747.2 646.3 348.1 

2013年度比 
- -241.3 -342.3 -640.4

- -24% -35% -65%



70 

４．森林吸収量 

（１）森林吸収量の考え方 

森林を構成する樹木は成長の過程で光合成により CO2を吸収することから、地球温暖化対策の

一つとして、森林の保全・整備が注目されている。ただし、伐採や植林等の経済活動の結果とし

て森林吸収が増加または減少する量を科学的に切り出すことは、非常に困難である。例えば、施

業によっては間伐のように一時的には森林蓄積量が減少するが、後年には森林蓄積量の増加に寄

与するといった、長期間が経過しないと実際の効果が現れないという性質がある。したがって本

業務においては、2時点の森林蓄積量を比較し増加分を森林吸収量として推計した。 

なお、国全体の森林吸収量は、高齢化が進んでいる影響や、国産材の供給量の増加に伴う伐採

の増加等の影響を受けて、2003年頃をピークに減少傾向となっている（図 ４-１０）。 

出典：環境省公表資料「森林吸収源について」 

図 ４-１０ 国全体の森林吸収量の推移と 2030年の森林吸収量目標量 

（２）森林吸収量の推計手法と推計結果 

「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）」に記載のある森林の

材積量から炭素蓄積量に換算する手法を用いて、米沢市の森林吸収量を推計した。米沢市の 2016

年度及び 2021年度の材積量から炭素蓄積量をそれぞれ推計し、5カ年の炭素蓄積量の差分から森

林吸収量を推計した。炭素蓄積量の推計においては、以下の条件を想定した。 

＜炭素蓄積量の推計に関する条件＞ 

・針葉樹を構成する樹種は、スギ、カラマツ、アカマツを想定した。

・広葉樹を構成する樹種は、ブナ、ナラを想定した。

・林齢は 20 年以上を想定した。
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炭素蓄積量の推計には表 ４-２２に示す式を使用した。2016年度における炭素蓄積量の推計結

果を表 ４-２３に、2021年度における炭素蓄積量の推計結果を表 ４-２４に示す。 

表 ４-２２ 炭素蓄積量の推計 

出典：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）」

表 ４-２３ 2016年度における炭素蓄積量 

種別 
VT,i

［m3］ 
BEFi

WDi

［t-d.m/m3］ 
Ri 

CFi

［t-C/t-d.m］ 

CT

［t-C］ 

針葉樹 3,053,181 1.20 0.39 0.27 0.51 924,835 

広葉樹 2,613,417 1.29 0.60 0.26 0.48 1,220,322 

合計 2,145,157 

出典：置賜森林計画書 
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表 ４-２４ 2021年度における炭素蓄積量 

種別 
VT,i

［m3］ 
BEFi

WDi

［t-d.m/m3］ 
Ri 

CFi

［t-C/t-d.m］ 

CT

［t-C］ 

針葉樹 3,359,771 1.20 0.39 0.27 0.51 1,017,704 

広葉樹 2,724,538 1.29 0.60 0.26 0.48 1,272,209 

合計 2,289,913 

出典：置賜森林計画書 

2016年度における炭素蓄積量及び 2021年度における炭素蓄積量の差分を求め、1年あたりの森

林吸収量を推計した結果、米沢市の森林吸収量は 106,155t-CO2/年となった。 

森林吸収量は、老齢な森林よりも若齢な森林の方が大きく、森林吸収量を維持するためには、

継続した整備による適切な森林更新が必要となる。したがって、本市の森林吸収量の目標は、継

続した森林整備を実施すると想定し、現状の森林吸収量である 106,155t-CO2と設定する。 

＜森林吸収量の推計＞ 

＝（2021年度における炭素蓄積量－2016 年度における炭素蓄積量）/ 5 

＝（2,289,913 t-C － 2,145,157 t-C）/ 5 

＝144,756 t-C / 5 

＝28,951 t-C 

＜炭素量から CO2量への換算＞ 

＝28,951 t-C × (44/12) 

＝106,155 t-CO2/年 



73 

５．脱炭素シナリオ時の CO2排出量 

省エネルギーの徹底、再生可能エネルギーの導入による本市の将来の CO2排出量は、図４-１１

及び表 ４-２５のとおりであり、2030 年度の CO2排出量は 2013 年度比で▲47％、2050年度は▲

90％となる。 

さらに、森林吸収量を加味した場合は、2030 年度の CO2排出量は 2013 年度比で▲52％、2050年

度は排出量＜吸収量（排出量が吸収量を下回る）となり、国の目標（2030年度排出量2013年度比で

▲46％、2050年度カ―ボンニュートラル達成）を達成する。

図 ４-１１ 脱炭素シナリオ時の CO2排出量の推移 

表 ４-２５ 脱炭素シナリオ時の CO2排出量の推移 

【単位：千 t-CO2】

部門・分野 2013年度 2019年度 2030年度 
2030年度 

/2013年度 
2050年度 

2050年度 

/2013年度 

産業 

部門 

製造業 439.0 314.3 215.7 -51% 61.4 -86%

建設業・鉱業 6.9 6.0 4.2 -39% 1.4 -79%

農林水産業 13.6 11.8 4.4 -67% 0.1 -99%

業務その他部門 162.9 119.5 101.4 -38% 5.5 -97%

家庭部門 191.9 137.2 101.2 -47% 7.5 -96%

運輸 

部門 

旅客自動車 94.7 83.3 41.6 -56% 7.1 -92%

貨物自動車 64.1 58.1 51.8 -19% 17.6 -73%

鉄道 6.6 5.0 3.6 -46% 0.1 -99%

一般廃棄物 8.7 12.0 2.1 -76% 2.3 -74%

合計 988.5 747.2 526.0 -47% 103.0 -90%

森林吸収量 106.2 106.2 106.2 - 106.2 - 

森林吸収量を踏まえた 

CO2排出量 
882.4 641.0 419.9 -52% -3.2 -100%
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（2013年度比）

【国の目標】
カーボン

ニュートラル達成

脱炭素シナリオ

省エネ推進による削減量

再エネ導入による削減量

森林吸収量

追加的な対策をしないシナリオ

既存再エネ設備（FIT認定設備）
の地産地消による削減量
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また、脱炭素シナリオ時のエネルギー需要量及び再生可能エネルギーによるエネルギー供給量

は、図 ４-１２のとおりである。 

2030年度においては、エネルギー需要量 8,931TJに対し、583TJの再生可能エネルギーによるエ

ネルギーを供給することから、エネルギー自給率は 7％となる。

2050 年度においては、、エネルギー需要量 6,446TJ に対し、4,608TJ の再生可能エネルギーによ

るエネルギーを供給することから、エネルギー自給率は 72％となる。 

図 ４-１２ 脱炭素シナリオ時のエネルギー需要量及び 

再生可能エネルギーによるエネルギー供給量 

（参考）図 ４-１３ 現状すう勢時のエネルギー需要量の推移 
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第５章 将来像、施策構想並びに重点対策 

１．米沢市の地域資源及び地域課題 

本市の地域資源及び地域課題を令和 3年度基礎調査業務、市民・事業者アンケート及び事業者

ヒアリング等を基に整理した。地域資源は表 ５-１に、主要な地域課題は表 ５-２に示すとおり

である。 

表 ５-１ 地域資源 

項目 地域資源 

まち 

・豊かな自然環境、景観

・歴史文化・観光資源（温泉）

・発達した交通網（高速道路や新幹線停車駅）

・充実した地域コミュニティ

・「道の駅よねざわ」をはじめとした交流拠点

産業 
・盛んな畜産業：米沢牛、酒造：ワイナリー、米、果樹栽培

・集積された産業（工業団地）や高等教育機関

エネルギー

・地域新電力（おきたま新電力）がある

・電力系統に空きがある

・雪やもみ殻、剪定枝などの未利用エネルギーが豊富

・既存の再生可能エネルギー発電所及び発電事業者、豊かなポテンシャル

（家畜排せつ物バイオガス発電所、風力発電所、水力発電所、

ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）、木質バイオマス発電所） 

表 ５-２ 地域課題 

地域課題 内容 

冬季の除排雪 
・地区によって除排雪の程度にばらつきがあると想定され、除排

雪の仕組みの最適化を検討する必要がある。

公共交通機関の不便性 ・郊外から市街地へのアクセスが課題であると想定される。

家畜排せつ物による悪臭被害 
・畜産業は米沢市の主要産業である一方で、家畜排せつ物による

悪臭被害が一部の地域で生じている。

森林・里山整備が十分でない 

・化石エネルギーへの転換が進んだことや輸入材の増加により、

また、産業構造の変化の影響により、林業や農業の担い手が不足

し、未整備の森林や耕作放棄地が増加している。

また、表 ５-２に加え、まちづくりの観点から、以下の地域課題が挙げられる。 

本市の地域資源及び地域課題を考慮し、活用及び導入する再生可能エネルギーの方向性を整理

した。再生可能エネルギーの方向性を表 ５-３に示す。 

【まちづくりの観点から見た地域課題】 

・防災：防災機能の強化

・商工業：雇用の創出、産業活性化

・建設・土木：空き家への対策、コンパクトシティの形成

・観光：産業活性化、交流人口の増加

・教育：人材育成、先端技術の開発

・福祉：健康増進、暮らしやすさの向上

・財政：公共サービスの維持・工場
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表 ５-３ 再生可能エネルギーの方向性 

再生可能エネルギー

の種類 
方向性 

全体 
・自然環境や景観に配慮した導入方法を検討（特に太陽光）

・エネルギーの地産地消が可能な体制を構築

太陽光発電 
・メリット、デメリットを整理し、市民や事業者の理解を得つつ、再エ

ネのベース電源として積極的に導入を推進

家畜排せつ物 

バイオマス 
・既に市内で実施されている事業をモデルとし横展開を図る

木質バイオマス 
・森林の整備や保全の観点と合わせて、木材の地産地消の手法として推進

・発電事業の他、薪・ペレットストーブの導入（熱利用）を積極的に推進

雪氷熱（使う） 

地中熱（溶かす） 

・除排雪の課題解決の観点から、除雪した雪の有効活用（資源化）と地

中熱を活用した除雪の効率化を推進

風力・水力 ・新たな電源の開発を推進

水素 
・福島県からの玄関口として、水素ステーション等のインフラ整備を推進

・事業者や高等教育機関と連携した技術開発

本市の地域資源を活用し、再生可能エネルギーの導入を促進しながら、地域課題の解決を図る

と共に、ゼロカーボンシティの達成、市の将来像・理念、SDGsの達成を目指す。 

図 ５-１ ゼロカーボンシティの達成に向けた本市の取組イメージ 

地域資源

【短期】
太陽光発電、
家畜排せつ物バイオマス発電、
木質バイオマス熱利用

再エネの活用及び導入

【中長期】
水力発電、風力発電、木質
バイオマス発電、
雪氷熱や地中熱利用

防災：防災機能の強化
交通：交通の利便性の向上
商工業：雇用の創出、産業活性化
農林業：担い手の育成、

耕作放棄地や未整備森林への対策

• 豊かな自然環境
• 歴史ある文化や観光資源
• 集積された産業や高等教育機関
• 充実した地域コミュニティ
• 既存の再生可能エネルギー発電

所と発電事業者
• 豊かな再生可能エネルギー導入

ポテンシャル量 など

建設・土木：十分な除雪、空き家への対策
観光：産業活性化、交流人口の増加
教育：人材育成、先進技術の開発
福祉：健康増進、暮らしやすさの向上
財政：公共サービスの維持・向上

地域課題

組み合わせて…

ゼロカーボンシティの達成
市の将来像・理念、SDGsの達成
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２．将来像 

前項までの内容及び各地区の特徴を踏まえた再生可能エネルギーに関するゾーニングの方向性

（図 ５-２）を考慮し、カーボンニュートラルを達成した 2050年度の本市の将来像を表 ５-４及

び図 ５-３に示す。 

図 ５-２ 再生可能エネルギー導入に関するゾーニングの方向性 

市街地

風力
発電

水力発電
木質バイオマス発電

バイオガス発電
水素ステーション

風力
発電

太陽光発電は公共施設や
事業所の屋根上設置、
野立て等、分散して導入

農地



78 

図 ５-３ カーボンニュートラルを達成した 2050年度の将来像 

表 ５-４ カーボンニュートラルを達成した 2050年度の将来像 

項目 内容 

自然や街並みの美しさと再エネ導入

のバランスが保たれている 

再エネ導入促進区域が設定され（ゾーニング）、自然環

境や景観が守られている 

再エネ導入による農業の活性化 
未利用資源の有効活用や、ソーラーシェアリング、有機

肥料の使用などにより、農業の活性化が進んでいる 

再エネ導入による森林整備の推進と

林業の活性化 

森林整備によって、木質バイオマスの利活用（発電や熱

利用のための材、建築材等としての利活用）や、林業活

性化が進んでいる 

公共交通の脱炭素化による交通サー

ビスの向上 

EV または水素スタンドが設置されると同時に、公共交

通機関や自家用車の EV化または FCV化が進んでいる 

本市ならではの地域資源の活用によ

る地域への愛着の向上 

家畜排せつ物や雪といった米沢市ならではの資源を活

用した発電が行われ、除雪や悪臭等の地域課題が解決さ

れている 

建物の脱炭素化による暮らしやすさ

や防災性の向上 
公共施設や工場、住宅への再エネ導入が進んでいる 

新規発電所の誘致等により産業が活

性化している・エネルギーの地産地消

により地域へ利益が還元されている 

新規の再エネ電源が開発されると同時に、市内へ再エネ

由来電力が供給され、地域経済が活性化している（エネ

ルギー代金の域外流出が防がれている）

産官学民が連携し、市が一体となって

持続可能なまちづくりを進めている 

産官学民が連携して再エネ導入や環境教育、新規技術の

開発が行われている 

EV

FCV

再エネ導入により森林が整備
され林業が活性化している

公共交通等の脱炭素化により
交通サービスが向上している

地域ならではの資源が使わ
れることで、地域への愛着

が向上している

新規発電所の誘致等により産業が
活性化している

エネルギーの地産地消により地域
へ利益が還元されている

再エネ導入により農業が
活性化している

建物の脱炭素化により
暮らしやすさの向上や災害

への備えが進んでいる産官学民が連携し、
市が一体となって
持続可能なまちづ
くりを進めている

自然や街並みの美しさと再エネ
導入のバランスが保たれている
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３．施策体系及び基本施策 

本市の『米沢市まちづくり総合計画 後期基本計画』では、将来像を「ひとが輝き 創造し続

ける学園都市・米沢」とし、「市民が積極的に参加するまちづくり」を基本理念に掲げ６つの目

標の達成を目指している。また、「第 3 期米沢市環境基本計画（中間見直し版）」では、「豊かな

自然に抱かれ人と環境にやさしく快適で美しいまち」を望ましい環境像として掲げ、３つの環境

方針と８つの基本施策を定めている。（図 ５-４） 

図 ５-４ 本市の上位計画（一部）の概要 

「米沢市まちづくり総合計画 後期基本計画」
における本市の将来像・基本理念・基本目標

「米沢市ＳＤＧｓ未来都市計画」
における市のあるべき姿（将来像）

 鷹山公が根付かせた「ものづくりマインド」が市内
経済をけん引するまち

 「現代の藩政改革」による健康長寿日本一のまち

 「草木塔」などの本市独自の精神文化を基軸に
ＳＤＧｓを実装する環境教育先進都市

「米沢市ゼロカーボンシティ宣言」
地球温暖化による自然災害リスクを低減し、持続可能
な未来を実現するため、2050年までに本市の二酸化炭
素排出実質ゼロを目指し、実現に向けて取組を進める。

第3期米沢市環境基本計画（中間見直し版）
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これらの上位計画を踏まえ、カーボンニュートラルを達成した 2050 年度の将来像を達成す

るための基本施策と重点対策との相関を、図 ５-５に示す。 

図 ５-５ 基本施策と重点対策との相関

本業務においては、達成のための基本施策①から⑨までのうち、特にカーボンニュートラルの達成

に重要な施策となる「①再生可能エネルギー導入の推進」、「②省エネルギーと省資源の推進」及

び「④森林等の吸収源対策」について、施策の内容、各主体の役割及び実施期間を整理した。 

持続可能な
脱炭素社会と
資源循環型
社会の形成

市民（事業者）
が主体的に
活動しやすい
環境の形成

自然と共生し
健やかな生活環
境が保たれ、

潤いと安らぎが
あるまちの形成

【環境目標】
【達成のための基本施策】

①～⑨

（３）自然環境や景観を保全した

再生可能エネルギーの導入

同時に取組む基本施策 ④・⑤

（４）脱炭素を推進する人材の育成

同時に取組む基本施策 ⑤・⑧・⑨

（５）行政の率先した行動

同時に取組む基本施策 ②・⑦

基本施策の①から③まで及び⑥から⑧までは、
環境基本計画の基本施策と同様（図5-4参照）

①再生可能エネルギー導入の推進

②省エネルギーと省資源の推進

③ごみの減量と再資源化の推進

④森林等の吸収源対策

⑤新規技術開発の推進

⑥気候変動への対策

⑦環境情報の収集と発信の推進

⑧環境学習と環境教育の推進

⑨市内外で連携する仕組みの形成

基本施策①（再エネ導入推進）に係る
【重点対策】(1)～(5)

（１）資源とエネルギーの地域内循環地産・地消

　同時に取組む基本施策 ③・④・⑨

（２）公共交通等の脱炭素化

同時に取組む基本施策 ⑤・⑥
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① 自家消費型の再生可能エネルギーの導入（太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する

等）により、エネルギーの地産地消を推進する。

② 耕作放棄地等の未利用地における太陽光発電設備の導入や、営農型太陽光発電（ソーラ

ーシェアリング）を推進する。

③ 再生可能エネルギー熱の利活用を推進する。（木質バイオマスストーブ・ボイラー、地

中熱、太陽熱等）

④ 行政の率先的な行動として、公共施設の改修・新設時に再生可能エネルギーを導入す

る。

⑤ 水素利活用技術の積極的な導入を検討する。（FCV 等の水素の利活用技術の検討、運

搬・供給技術の実証実験の実施等）

⑥ 再生可能エネルギー由来の電力への切換を促進する。

⑦ 新規の再生可能エネルギー電源を開発する。（風力、水力、バイオマス、下水汚泥、廃

棄物等）

⑧ 周辺自治体や地域新電力等との広域的な連携により、再生可能エネルギーの利活用を推

進する。

⑨ 再生可能エネルギーに関する設備を建設する前に、周辺住民等との十分な合意形成を図

るとともに、自然や景観に配慮事業計画を策定する。

⑩ 再生可能エネルギーの適切な導入を促進するための条例等を制定する。

表 ５-５ 達成のための基本施策①（再生可能エネルギー導入の推進）の具体施策 

具体施策 産 官 学 民 
短期/ 

中長期 

① 
自家消費型再生可能エネルギーの導入によるエネルギーの地

産地消の推進 
○ ◎ ○ 短期 

② 農業分野における太陽光発電設備等の導入 ◎ ○ 短期 

③ 
再生可能エネルギー熱の利用 

（木質バイオマス、薪ストーブ等） 
○ ◎ ○ 短期 

④ 公共施設の改修・新設時の再生可能エネルギーの導入 ◎ 短期 

⑤ 水素利活用技術の積極的な導入 ○ ◎ 短期 

⑥ 再生可能エネルギー由来電力への切換促進 ○ ◎ ○ 短期 

⑦ 
新規の再生可能エネルギー電源の開発 

（風力、水力、バイオマス、下水汚泥、廃棄物等） 
○ ◎ 中長期 

⑧ 広域連携による再生可能エネルギーの活用推進 ○ ◎ ○ 中長期 

⑨ 再生可能エネルギー設備建設前の十分な合意形成・景観配慮 ◎ ○ 短期 

⑩ 再生可能エネルギーの適切な導入を促進する条例の制定 ◎ ○ 短期 

達成のための基本施策①：再生可能エネルギー導入の推進 
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① 省エネ家電の購入や、家庭や事業所等への HEMS の普及を促進する。

② 各種建築物の高断熱・高気密化、省エネ化（ZEH化や ZEB化等）を促進する。

③ こまめな消灯や宅配便の再配達防止といった家庭での省エネアクションを推進する。

④ 高効率設備への更新、脱炭素化に向けた設備投資など、事業所での省エネアクション推

進

⑤ 事業所等における「環境マネジメントシステム」の普及を促進する。

⑥ 公共施設における運用改善や省エネ設備の導入を推進する。

⑦ エコドライブを推進する。

⑧ EVや PHEV、FCV 等の次世代自動車及び充電設備等の普及を促進する。

⑨ デマンド交通の利便性の向上など、地域交通の充実と維持及び改善を図る。

⑩ 徒歩移動や自転車等の利用促進を図る。

表 ５-６ 達成のための基本施策②（省エネルギーと省資源の推進）の具体施策 

具体施策 産 官 学 民 
短期/ 

中長期 

① 省エネ家電、HEMSの普及促進 ○ ◎ 短期 

② 各種建築物の高断熱・高気密化、省エネ化の促進 ○ ◎ 短期 

③ 家庭での省エネアクション推進 ○ ◎ 短期 

④ 事業所での省エネアクション推進 ◎ ○ 短期 

⑤ 環境マネジメントシステム「エコアクション 21」の普及促進 ◎ ○ 短期 

⑥ 公共施設の運用改善・省エネ設備の導入 ○ ◎ 短期 

⑦ エコドライブの推進 ○ ◎ ○ 短期 

⑧ 次世代自動車や充電設備等の普及促進 ○ ◎ ○ 短期 

⑨ デマンド交通等の公共交通の維持・拡充 ○ ◎ ○ 中長期 

⑩ 徒歩移動や自転車利用の促進 ○ ◎ ○ 短期 

① 主間伐や植林を実施し、適切な森林更新を促進する。

② 公共施設や事業所、住宅の建築時等に米沢市産木材の利用を促進する。

表 ５-７ 達成のための基本施策④（森林等の吸収源対策）の具体施策 

具体施策 産 官 学 民 
短期/ 

中長期 

① 主間伐など適切な森林整備、保全及び再造林 ○ ◎ ○ 中長期 

② 米沢市産木材、バイオマス材の確保、安定供給及び利用促進 ○ ◎ ○ 中長期 

達成のための基本施策②：省エネルギーと省資源の推進 

達成のための基本施策④：森林等の吸収源対策 
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４．重点対策 

2050年のカーボンニュートラルの実現と地域課題の複数同時解決を達成するためには、前項

で示した達成のための基本施策①，②及び④だけではなく、その他の基本施策に跨る施策を展開

する必要がある。 

その中でも特に再生可能エネルギーの導入に関する対策を「重点対策」として位置づけ、以下

に具体的なアクション、アクションの効果（地域課題が複数同時に解決される）及びロードマッ

プの方向性を示す。 

重点対策( 1 )の具体的なアクション及びその効果（地域課題が複数同時に解決される）は表 
５-８に、ロードマップは図 ５-６に示すとおりである。

表 ５-８ 重点対策 ( 1 )の具体的なアクション及び対策の効果 

具体的なアクション アクションの効果（地域課題の複数同時解決）

 家畜排せつ物・食品残渣・食品廃棄物による

バイオガス発電の既存モデルの普及・展開

家畜排せつ物による悪臭被害の軽減

 生ごみ等の未利用資源の活用による廃棄費用の低減

 畜産物や農作物等のブランド化による産業活性化

エネルギー代金の地域内循環による経済活性化

主間伐などの森林整備による米沢市産木
材、バイオマス材の確保、安定供給等

公共施設・住宅・事業所への薪・ペレット

ストーブ等の導入促進

適正な森林整備、林業活性化

木材等のブランド化による産業活性化

エネルギー代金の地域内循環による経済活性化

再生可能エネルギーを利用した融雪技術

の導入

雪氷熱利用の検討・モデル事業の実施

除排雪作業の簡易化、暮らしやすいまちづくり

除排雪費用の低減

親雪・利雪・学雪の浸透

エネルギー代金の地域内循環による経済活性化

図 ５-６ 重点対策 ( 1 )のロードマップ 

林業従事者
の育成

薪・ペレッ
トストーブ
の導入促進

薪特区の申請や
薪ステーション

の整備

木質バイオマス発
電の検討・実施

積極的に整備する区域
や保全区域等の設定 木質バイオマス発

電及び熱利用の最
大限の導入

雪氷熱利
用の検討

雪氷熱利用
のモデル事
業の実施

バイオガス発
電の既存モデ

ルの展開

バイオガス発電の既存
モデルとのさらなる連携

2030現在 2050

技術開発等を踏まえた
バイオガス発電のさら

なる展開

重点対策(1)：資源とエネルギーの地域内循環・地産・地消 
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重点対策( 2 )の具体的なアクション及びその効果（地域課題が複数同時に解決される）は表 
５-９に、ロードマップは図 ５-７に示すとおりである。

表 ５-９ 重点対策 ( 2 )の具体的なアクション及び対策の効果 

具体的なアクション アクションの効果（地域課題の複数同時解決）

バスやデマンドタクシーの EV化または FCV

化

財政の維持・健全化による、交通サービスの維持・

向上

公共施設等への EV・蓄電池・V2H の導入、

水素ステーションの整備

公共施設等市内に導入した太陽光発電等

による再エネ由来電力の EVへの電力供給

財政の維持・健全化による、交通サービスの維持・

向上

蓄電池導入または EV 等を活用した施設間の電力

融通による非常時・災害時の電源の確保

再生可能エネルギーを利用した融雪技術

の導入

雪氷熱利用の検討・モデル事業の実施

財政の維持・健全化による、交通サービスの維持・

向上

徒歩・自転車移動による市民の健康増進

図 ５-７ 重点対策 ( 2 )のロードマップ 

現在 2050

避難所等を優先した
設備導入の開始

EVバス等の
試験的な導入

電動サイクルの展開
再エネ由来電力の供給

公共施設にお
ける設備導入
の調査・検討

交通に関するソ
フト施策の検討

交通に関するソ
フト施策の実施

超小型EVモビリティ等の導入

EVバス等の
本格的な運行

水素バス等の
本格的な導入

水素バス等の
試験的な導入

EVステーションや水素ス
テーションの整備完了

2030

重点対策(2)：公共交通等の脱炭素化 



85 

重点対策 ( 3 )の具体的なアクション及びその効果（地域課題が複数同時に解決される）は表 
５-１０に、ロードマップは図 ５-８に示すとおりである。

表 ５-１０ 重点対策 ( 3 )の具体的なアクション及びその効果 

具体的なアクション アクションの効果（地域課題の複数同時解決）

景観や自然環境に十分配慮した再エネ設

備の積極的な導入

歴史や文化の保全

自然環境に配慮がなされている、観光地としての

ブランド化及び産業活性化

耕作放棄地への太陽光発電設備の導入

や、ソーラーシェアリングの実施検討

環境にも配慮している農業としてのブランド化及

び産業活性化

耕作放棄地等の整備による鳥獣被害の減少

再エネ導入促進区域や景観保全区域等

のゾーニング（区分け）の実施
生物多様性の保全

再エネ発電事業者等の参入促進

図 ５-８ 重点対策 ( 3 )のロードマップ 

促進区域や保全区
域等の適宜見直し

市内の耕作放棄地の把握
農地として再利用可能か検討

ソーラーシェアリ
ング特区の申請

及びソーラーシェ
アリングのモデル

事業の展開

ゾーニングの
ための調査の

実施

景観に配慮した再エネ
設備の積極的な導入

景観に配慮した再エネ
設備の調査・検討

ソーラーシェアリング
の本格的な実施

現在 20502030

ゾーニングに基づ
いた促進区域や保
全区域等の設定

耕作放棄地やソーラーシェ
アリングを活用した新規就

農者の呼び込み実施

耕作放棄地
への太陽光
発電設備の

導入

重点対策(3)：自然環境や景観を保全した再生可能エネルギーの導入 
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具体的なアクション アクションの効果（地域課題の複数同時解決）

産官学民が連携した環境教育や講演会

の実施

次世代を担う人材や事業者の育成

講演会等を通した地域コミュニティの活性化

企業や高等教育機関と連携した水素利

活用技術等の新技術の開発
次世代を担う人材や事業者の育成

脱炭素、フロン類の適正管理に関する

ポイント制度や顕彰制度等の創設
市民や事業者の脱炭素に向けた取組の加速化

【既存の取組事例】 

「令和 4 年度ゼロカーボンシティ 

推進シンポジウム」の開催 

市内小学校における 

地球温暖化対策防止講演会 

重点対策 (4)：脱炭素を推進する人材の育成 

重点対策（4）具体的なアクション及びその効果（地域課題が複数同時に解決される）は表 ５-

１１に示すとおりである。既存の取組として、市内小学校において講演会等が実施されている。

表 ５-１１ 重点対策 ( 4 )の具体的なアクション及びその効果 
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重点対策 ( 5 )の具体的なアクション及びその効果（地域課題が複数同時に解決される）は表 

５-１２に、ロードマップは図 ５-９に示すとおりである。なお、本重点対策は、2030年度まで

の短期的な取組としての位置付けである。

具体的なアクション アクションの効果（地域課題の複数同時解決）

公共施設への再エネの積極的な導入、

ZEB化改修→再エネ導入効果の見える化

及び公表

業務その他部門におけるランニングコストの削減

市民や事業者の意識向上、取組の展開に貢献

広報紙や市 HP を活用した、市民や事業

者へのエネルギー、廃棄物の削減、エシ

カル消費等に関する情報発信
市民や事業者の意識向上、取組の展開に貢献

市民や事業者の再エネ導入支援

図 ５-９ 重点対策 5のロードマップ 

公共施設の再エネ導入
効果等の情報発信

現状実施している導入支援や
環境イベント等の周知、活用促進

公共施設の新
築・改修時の
ZEB化の標準化

導入支援の
さらなる拡充

公用車のEV、
FCV化

公共施設への再生可能エネル
ギー導入可能性調査やZEB化可

能性調査の実施

公共施設への太陽光発
電設備の導入推進、
モデル施設のZEB化

公共施設へのEV
充電器や水素充
電器の導入

現在 20502030

重点対策 (5)：行政を率先した行動 

表 ５-１２ 重点対策 ( 5 )の具体的なアクション及びその効果 
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５．他自治体の事例 

キーワード 家畜ふん尿の利活用、水素の製造・販売、カーボンニュートラルの推進 

名称 乳牛のふん尿で燃料電池自動車の走行を実現 

事業 

主体 

株式会しかおい水素ファーム 

（事業実施場所：北海道河東郡鹿追町） 

事業 

概要 

 水素製造設備（能力）：約 70N㎥/h、水素出荷設備（圧力）：19.6MPa、水素ステーション

（圧力）：70MPa燃料電池自動車用・35MPa燃料電池フォークリフト用

 乳牛 1 頭が 1 年間に出すふん尿から製造する水素により、FCV が走れる距離は自家用車の

平均年間総京距離約 10,000km に相当

 環境省の「水素サプライチェーン実証試験」事業として実証

課題 

＜まちづくり＞ 

 北海道はその広大さから大規模集中発電からの電力に依存しており、脆弱性が懸念される

 畜産業において家畜ふん尿の処理費用の問題や悪臭問題が発生

 水素は利用時に CO2 を排出せず、重要なエネルギー源であるが、普及が進んでおらず、可

燃性ガスであり、保安上の制約がある

対策 

家畜ふん尿由来の水素の製造・貯蔵・輸送・利用を一貫して行う

家畜ふん尿を利用し、メタン発酵により生成されたバイオガスから水素を創出する

様々な研究を元に「①漏らさない」「②検知して漏れを止める」「③漏れてしまった水素

を溜めない」の三段階の安全対策を徹底

効果 

 エネルギーの自家発電・消費が可能により災害に強い町となる

 バイオガスに水素化という新たな活用先の発掘、水素社会の促進る

 畜産農家の家畜ふん尿処理費用が低減、畜産農家の堆肥化にかかる作業負担が減少、集中
プラント型で臭いを緩和

 ゼロカーボン農産品としての地域農業の差別化により地域経済の活性化

参考図 

家畜ふん尿から水素をつくる仕組み 

出典 

 株式会社しかおい水素ファーム HP

https://shikaoi-h2farm.jp/#company/

 鹿島建設株式会社 HP

https://www.kajima.co.jp/news/digest/apr_2020/feature/02/index.html

http://epower.pw/
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６．ロードマップ 

（１）再生可能エネルギー導入に向けたロードマップ 

カーボンニュートラル達成に向けた再生可能エネルギーの導入に関するロードマップを図

５-１０に示す。

図 ５-１０ カーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギー導入ロードマップ 

（２）活用可能な補助事業 

国及び山形県が実施または実施予定の再生可能エネルギーの導入に関する補助事業を以下に整

理する。 

① 国の補助事業（令和 5年度予算）

方針
（国の目標等）

2022年 2030年 2050年2025年

太陽光（住宅）

太陽光（公共施設）

太陽光（商業施設・事業所）

太陽光（農地）

太陽光（耕作放棄地）

陸上風力

水力

電
気

カーボンニュートラル2013年度比▲46％

脱炭素先行地域選定・脱炭素ドミノの展開

全体のうち半数程度の公共施設に導入 全ての公共施設に導入

改修時または新築時の100%導入導入支援の促進

導入可能性調査・事業実施 技術開発を踏まえた新規電源開発

導入可能性調査・事業実施 技術開発を踏まえた新規電源開発

モデル事業の実施 モデル事業の横展開

3割程度の商業施設や事業所に導入 可能な限り多くの商業施設や事業所に導入

耕作放棄地の把握・整理 活用方法を検討の上、順次導入

木質バイオマス

地中熱

太陽熱

雪氷熱

家畜排せつ物バイオマス

木質バイオマス熱

熱

林業との連携
事業性の検討、モデル事業の実施

モデル事業の普及・展開 技術開発を踏まえた最大限の導入

林業との連携
住宅への薪ストーブ等の導入促進 林業活性化に伴い、最大限導入を推進

林業活性化に伴い、最大限導入を推進

モデル事業の実施 モデル事業の普及・展開

技術開発を踏まえて順次導入

技術開発を踏まえて順次導入

FIT電源
卒FITの活用方法検討・順次活用 技術開発を踏まえた最大限の導入
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表 ５-１３ 国の補助事業（１／２） 

No 
所管 

省庁 
区分 資金区分 事業  ※令和５年度予算 事業区分 ※令和５年度予算

１ 環境省 計画 補助金 

地域脱炭素実現に向けた再エネの

最大限導入のための計画づくり支

援事業 

（１）地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援

（２）地域の脱炭素化実装加速化支援事業

（３）地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成事業

２ 環境省 
建物・設備、 

自動車 
補助金 

地域脱炭素の推進のための交付金 

(地域脱炭素移行・再エネ推進交

付金、特定地域脱炭素移行加速化

交付金) 

脱炭素先行地域づくり事業 

重点対策加速化事業 

ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電

イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地

ウ 公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と

更新や改修時の ZEB化誘導

エ 住宅・建築物の省エネ性能等の向上

オ ゼロカーボン・ドライブ

３ 環境省 
建物・ 

設備 
補助金 

地域レジリエンス・脱炭素化を同

時実現する公共施設への自立・分

散型エネルギー設備等導入推進事

業 

①（設備導入事業）再生可能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備、コジェネ

レーションシステム及びそれらの附帯設備（蓄電池※2、充放電設備、自営線、熱導

管等）並びに省 CO2 設備（高機能換気設備、省エネ型浄化槽含む）等を導入する費 

用の一部を補助 

②（詳細設計等事業）再生可能エネルギー設備等の導入に係る調査・計画策定を行う

事業の費用の一部を補助

４ 環境省 
建物・ 

設備 
補助金 

建築物等の脱炭素化・レジリエン

ス強化促進事業

（１）新築建築物の ZEB化支援事業

（２）既存建築物の ZEB化支援事業

（５）上下水道・ダム施設の省 CO2 改修支援事業
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表 ５-１４ 国の補助事業（２／２） 

No 
所管 

省庁 
区分 資金区分 事業   ※令和５年度予算 事業区分    ※令和５年度予算 

５ 国交省 建物 補助金 住宅・建築物省エネ改修推進事業 開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事 

６ 環境省 設備 補助金 
浄化槽システムの脱炭素化推進事

業 

①既設の中大型合併処理浄化槽に係る高効率機器への改修 

②既設の中大型合併処理浄化槽から先進的省エネ型浄化槽への交換 

③中大型合併処理浄化槽への再エネ設備の導入 

７ 総務省 
建物・ 

設備 
起債 

公共施設等適正管理推進事業債

(脱炭素化事業) 
⑥ 脱炭素化事業 

８ 経産省 自動車 補助金 
クリーンエネルギー自動車導入促

進補助金 

 

９ 経産省 自動車 補助金 

クリーンエネルギー自動車の普及

促進に向けた充電・充てんインフ

ラ等導入促進補助金 

（１）充電インフラ整備事業等 

（２）水素充てんインフラ整備事業 

10 環境省 公共交通 補助金 
地域の公共交通×脱炭素化移行促

進事業 

（１）グリーンスローモビリティの導入調査・促進事業 

（２）交通システムの低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業 
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１. 地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業 

 

 

２. 地域脱炭素の推進のための交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加

速化交付金) 
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３. 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入

推進事業 

 
 

４. 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 

 

  



96 
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５. 住宅・建築物省エネ改修推進事業 

 



98 
 

６. 浄化槽システムの脱炭素化推進事業 

 

 

７. 公共施設等適正管理推進事業債(脱炭素化事業) 
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８. クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 

 
 

９. クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 
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１０. 地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 
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② 山形県の補助事業 

１. 山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業（やまがた未来くるエネルギー補助金） 

【補助要件】 
・山形県内に住所を有するもしくは有する予定である個人または事業者 

・設置工事は県内の事業者が実施すること 等 

 
【補助対象】 
 補助対象及び補助金額は以下のとおりである。 
 

表 ５-１５ 山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業の対象及び金額等 

対象設備 設備要件 設置対象 補助率 

蓄電池設備 

（太陽光発電設備

を同時導入） 

※創エネ型 

・10kW 未満の太陽光発電設備を

新規同時導入すること 

・国内メーカー（国外メーカーの

日本法人を除く）製品であること ・住宅 

・事業所 

5万円/kWh又は 3分の 1 

いずれか低い額 

（25万円） 

蓄電池設備 

（太陽光発電設備

が既設） 

※地産地消型 

・交付申請日時点で太陽光発電設

備が既設であること 

・国内メーカー（国外メーカーの

日本法人を除く）製品であること 

5万円/kWh又は 3分の 1 

いずれか低い額 

（10万円） 

木質バイオマス燃

焼機器（ストー

ブ） 

・補助対象経費 20万円超 

【薪又はチップを燃料とするスト

ーブ】 

・承認機構の承認を受けている又

は同等の水準 

・住宅 

・事業所 

・農業用施設 

2分の 1 

（10万円（ボイラー機能

付ストーブは 20万円）） 

木質バイオマス燃

焼機器（ボイラ

ー） 

・補助対象経費 20万円超 
2分の 1 

（50万円） 

太陽熱利用装置 ・集熱面積 2平方メートル以上 

・住宅 

10分の 1（5万円） 

地中熱利用装置 

（空調装置） 

・COP3.0以上又は同等の水準 

3分の 1（50万円） 

地中熱利用装置 

（融雪装置） 
3分の 1（30万円） 

V2H 設備 ・太陽光発電設備新設又は既設 3分の 1（25万円） 
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２. やまがた健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金 
【補助要件】 
・自ら居住するための住宅を新築する方 

・施工業者は県内に本店がある事業者であること 

・太陽光発電及び蓄電池設備が導入されていること 

・建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）の認証を受けていること 等 
 
【補助対象】 
 補助対象及び補助金額は以下の通りである。 
 

表 ５-１６ やまがた健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金の対象及び金額 

補助対象 補助金額 

１．やまがた健康住宅＋『ZEH』（または NearlyZEH） 55万円 

２．やまがた健康住宅＋ZEH+（または NearlyZEH+） 100万円 

３．太陽光発電設備 
7万円/kW 

上限 63万円（9kW） 

４．蓄電池設備 
設置費用の 3分の 1 

上限 5.1万円/kWhかつ 6kWh 

５．HEMS（エネルギー計測装置） 
設置費用の 3分の 2 

上限 6.6万円 
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第６章 米沢市環境審議会の開催支援 

本業務の実施に当たり、地域の関係者等との合意形成を行うための専門的知見を要する会議等

について、米沢市環境審議会の開催の支援を行った。 

 

回数 開催日時 協議内容 

第 1回 

2022年 

11月 10 日（木） 

13：00～15：00 

１．審議会会長、副会長の選出 

２．再生可能エネルギー導入目標及び米沢市地球温暖化対策実行計

画の見直しについて 

３．米沢市環境協議会の公開・非公開について 

４．米沢市再生可能エネルギー導入目標の策定について（再生可能

エネルギーの活用及び導入について） 

第 2回 

2022年 

12月 21 日（水） 

13：00～15：00 

１．地域課題及び地域資源について 

２．将来像について 

３．目標達成のための施策方針及び重点施策について 

４．再生可能エネルギー導入目標について 

 

 



 
 

  



 
 

 
 
 

米沢市再生可能エネルギー導入目標 
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